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日程第 １ 市政一般質問 

    ２５番 相馬義一議員 

      １．保育園運営について 

       (1) 公設公営保育園の運営の基本方針について伺いたい 

       (2) 補助金の減額をどうとらえているか 

       (3) 無認可保育園の現況は 

       (4) 少子化の中、常設保育園の園児の確保及び職員の確保と身分保障は 

      ２．医療サービスについて 

       (1) 「新医師臨床研修制度」による医師不足の中、医療体制の現況はどうか 

       (2) 救命医療体制・高度先進医療の充実の考えは 

      ３．安全・防犯について 

       (1) 黒磯警察署管内における多発する死亡交通事故に対応する交通安全施策は 

       (2) 犯罪のない地域作りは 

      ４．道路行政について 

       (1) 整備が中断している笹沼・無栗屋線の今後の整備はどうなるのか 

       (2) 土地の地権者（買収済）との信頼関係は 

    ２ 番 岡部瑞穂議員 

      １．男女共同参画社会の推進について 

       (1) 女性パワーを認識し、活躍の場の拡大 

      ２．地域産業の一層の振興 

       (1) 新設道路について 

      ３．教育、文化、スポーツの振興について 

      ４．福祉行政の推進について 

      ５．地域再生計画について 

       (1) 観光政策について 

       (2) 塩原支所の建てかえについて 

    １０番 平山啓子議員 

      １．福祉行政について 
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       (2) ひとり親家庭医療費助成事業について 

       (3) ファミリーサポートセンター事業について 

      ２．行政サービスについて 
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      ３．空地利用について 

    ２１番 山本はるひ議員 

      １．市の組織と行財政改革について 

      ２．公民館について 
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開議 午前 ９時５９分 

 

◎開議の宣告 

○議長（髙久武男君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は32名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（髙久武男君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（髙久武男君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬 義 一 君 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

〔２５番 相馬義一君登壇〕 

○２５番（相馬義一君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  市政一般質問２日目、私からスタートさせてい

ただきます。 

  本定例議会初日、人事案件にて即決で助役、収

入役の選任が同意され、いよいよ万全の体制で執

行部側も市民へのサービスの充実が図られると思

います。 

  我々議会側も32名の新たな顔ぶれで市民のため

にしっかりと目を開いて、諸問題、執行部側のチ

ェック等に当たっていきたい、そのように思うと

ころでございます。 

  それでは、私より４項目ほど質問をいたします。 

  まず、保育園の運営についてお伺いいたします。 

  市の財政において福祉関係及び国民健康保険、

介護保険等の会計が大変逼迫している中、児童福

祉法が部分的に改正されました。改正法では24条

において、保育にかける子を決めるのは保護者で

あり、子供の保育園を決めるのも保護者であると

改正されました。那須塩原市の公設保育園の中に

は、老朽化の進んだ建物や駐車場が狭く、問題等

を抱えている保育園もあると思います。保育料は

応能負担でありますが、改正後はコストの考え方

も入ってきたと変わりました。 

  そのような中、１番目として、公設公営の保育

園の今後の運営の基本方針についてお伺いいたし

ます。 

  また、２番目として、民営の認可保育園の運営

費には、保護者負担分を除いた経費の４分の３の

補助がありますが、公設保育園運営補助金は廃止

と聞いておりますが、財政的にこれらをどうとら

えているかお伺いいたします。 

  次に、３番目として、認可保育園のような基準

に満たない保育園、いわゆる無認可保育園につい

て、那須塩原市の現況についてお伺いいたします。 

  次に、以上のような質問を踏まえた上、常設保

育園の運営に当たり、園児の確保、また現在の職

員の保育士の多くが臨時職員と聞いておりますが、

職員の確保、身分保障はどうなっているか。合併

して待遇の差などについてお伺いいたします。 

  次に、医療サービスについてお伺いいたします。 

  現在、芳賀赤十字病院、またすぐ近くの大田原

赤十字病院のように、各地の地方中核病院におい

て、新医師臨床研修医制度による医師不足がクロ

ーズアップされております。那須塩原市圏内にお
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いて、医療体制は市民の健康を守る上、問題がな

いのか、あるいは起きていないのかお伺いいたし

ます。 

  次に、この後の質問の中にもありますが、 近、

当黒磯警察署管内において、大変交通事故等が多

発して、死亡者もふえています。このような中、

救命救急体制、また高度先進医療の充実を行政と

して医師会並びに関係機関等に提案する考えがあ

るかお伺いいたします。 

  次に、安全、防犯についてお伺いいたします。 

  近の新聞報道等で、県警において警察署の統

廃合の動きがあります。黒磯警察署も那須塩原警

察署となり、西那須野地区、塩原地区までの管轄

となるようでございます。 

  そのような中、黒磯警察管内では、今年１月１

日より６月12日までに９人の死亡事故が起きてお

ります。これは他市町村と比べても、また人口比

で見ても非常に多く、大変危惧するということで

ございます。 

  このような多発する交通事故に対する交通安全

対策に行政としてどう取り組んでいくのかお伺い

いたします。 

  ２番目に、死亡事故と同じく、黒磯署管内にお

いては空き巣の被害が大変多くなっております。

黒磯警察の担当者によりますと、このような犯罪

はほとんどが流しの犯罪が多く、状況としては福

島県との県境に位置している、あるいは観光地な

らではの他県ナンバーが多いということから、余

りナンバーに対しての違和感がない。そして、交

通の便がよいということが逆にこのような犯罪が

多くなっているという理由づけがされているとい

うことですが、防犯のない地域づくりに行政とし

てどのような対策と対応をとっているかお伺いい

たします。 

  後に、道路行政についてお伺いいたします。 

  平成17年度の当初予算において、道路整備関係

の予算は継続事業に対する予算計上です。 

  しかし、平成８年度までに用地買収が90％近く

進んでいるこの笹沼・無栗屋線について、用地買

収が進んでいるにもかかわらず、工事に手をつけ

ていない、この状況において今後の整備について

お伺いをいたします。 

  また、道路整備の目的のために土地の用地買収

に応じた地権者は、約10年間にわたり工事を休止

状態に置いていたのに対し、行政として地権者と

の信頼関係は保たれているのかお伺いいたします。 

  以上で１回目の質問を終わりにします。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君の質問に

対して答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  25番、相馬義一議員の市政一般質問にお答えを

いたします。 

  まず、保育園運営について、１、２について、

あわせてお答えをいたします。 

  少子化が進展する中、地方での都市化や核家族

化が進み、児童虐待など、子供や子育て家庭をめ

ぐる問題が全国的に深刻化されております。 

  本市では、次世代育成支援対策行動計画を策定

し、対策を進めておるところであります。現在、

公設公営の保育園は15園、1,635人の子供たちが

保育を受けております。このほかに民設民営の認

可保育園が５園設置され、330人が在籍いたして

おります。 

  保育園の運営形態を全国的に見ますと、民営の

保育園は全保育園数の45％を超え、県内でも34％

を超えております。平成16年から国の三位一体改

革の一環として民営保育園への運営補助は継続さ

れているものの、公立保育所運営補助金が廃止さ
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れ、一般財源化されており、市の財政負担は重く

厳しいものとなっております。 

  今後の整備計画につきましては、厳しい財政状

況下の保育園運営を考慮し、民設民営に移行でき

るものについては移行する方向で検討してまいり

たいと考えております。 

  次に、医療サービスについてお答えをいたしま

す。 

  新医師臨床研修制度による医師不足と医療体制

の現状についてでありますが、平成16年度より診

療に従事しようとする医師に２年間の臨床研修が

義務づけられることとなりました。このことによ

る医師不足は地域医療に大きな波紋を広げ、特に

内科、小児科等の医師不足は深刻な状況となって

おります。本県においても深刻な医師不足の解決

策を模索しておる状況でありますが、今後早い時

期に医療圏内において対策協議会等を設置し、地

域医療の充実を確保してまいりたいと考えており

ます。 

  このほかにつきましては、生活環境部長、市民

福祉部長、建設部長から答弁をいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 次に、市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 私のほうから１項

目めの保育園運営についてのうち、まず３点目、

４点目についてお答えを申し上げます。 

  ３点目の無認可保育園の現況についてでござい

ますけれども、平成16年度で無認可保育園の数は

10園となっております。 

  ４点目の少子化の中、常設保育園の園児の確保

及び職員の確保と身分保障は、についてでありま

すが、公立保育園、認可保育園では、親の育児疲

れや急病時に子供を預かる一時保育や健康支援一

時預かり保育などの特別保育事業を実施すること

で、保護者の多様なニーズにこたえていきたいと

考えております。 

  また、臨時保育士の賃金ですが、合併後に単価

のアップを図り、一定期間以上勤務で一時金の支

給や欠員補充のフルタイム勤務者には社会保険加

入等、待遇面でバックアップをしたところでござ

います。 

  次に、２項目めの医療サービスについてのうち、

⑵の救急医療体制、高度先進医療の充実の考え方

について、順次お答えを申し上げます。 

  救急医療体制についてですが、現在、那須地区

における休日の昼間の初期救急につきましては在

宅当番医制で対応いたしまして、夜間は黒磯那須

地区休日急患診療所と大田原市休日急患診療所に

おいて行っているところであります。２次救急に

つきましては地域内の病院が輪番で対応し、３次

救急については大田原日本赤十字病院内の救急救

命センターが担っております。このほかに、小児

救急につきましても、初期、２次を平日、夜間は

国際医療福祉病院、土曜の夜間から日曜日の朝ま

でを菅間記念病院、そして日曜日朝から夜間を大

田原日赤病院で対応をしております。 

  次に、高度先進医療の充実についてですが、現

在、高度先進医療を行っている医療機関は、県内

では自治医科大学病院と獨協医科大学病院の２か

所のみでございます。高度先進医療を行うのは、

高度な技術を持つ医療スタッフと、質、量ともに

十分な施設、設備が必要となります。さらに専門

家や関係審議会でこうした条件を満たしていると

認められた病院であることから、その多くが大学

病院となっておりまして、高度先進医療の充実は

国・県や広域圏の取り組みとなるものと考えてお

ります。 

  以上であります。 

○議長（髙久武男君） 次に、生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） ３番の安全、防犯

について多発する交通死亡事故に対応する交通安
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全対策は、２点目の犯罪のない地域づくりは、あ

わせてご答弁申し上げます。 

  黒磯警察署管内では５月15日から21日までの間

に３件、３名の交通死亡事故が発生し、今年２度

目となる交通事故死亡多発黒磯地区警報が５月23

日から６月１日まで発令されたところです。この

異常な事態に対し、警察署及び黒磯那須交通安全

協会を初めとする関係団体と連携を図りながら、

緊急に航空機による広報等を行ったほか、来る６

月23日には、市民に交通安全に対する意識の高揚

を図るため、那須塩原市黒磯地区交通事故撲滅市

民大会を実施することになっております。また、

黒磯警察署は、警報の発令に伴って、管内におけ

る交通指導等の事故防止対策強化を実施しており

ます。 

  なお、日常的にも交通教育指導員による市民各

層への交通安全教育や広報紙等による啓発等を実

施して、意識の高揚に努めておるところでござい

ます。 

  次に、犯罪のない地域づくりについてですが、

地域における犯罪の発生は、当事者である市民に

被害を与えるにとどまらず、地域住民に対する不

安を与えることになります。地域での犯罪を未然

に防ぐためには、家庭、地域のみならず、地域に

展開する事業者等の役割についてもともに考えて

いくことが必要であると考えております。 

  したがいまして、今後市民が安心て暮らせる安

全なまちづくりをどのように図っていくべきなの

か、関係機関等々との連携を図りながら、研究、

検討をさせていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 次に、建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 道路行政につきまして

お答えをさせていただきます。 

  市道笹沼・無栗屋線は平成２年に地元の要望を

受けまして、平成４年度から平成８年度まで用地

買収を行ってきております。その後、平成14年度

には家屋の移転補償を行ってまいりました。この

間平成６年度に北和田横林線との交差点部分の改

良工事を行ったところでございます。しかし、現

在は県外地権者等々の事情によりまして、事業が

休止状態となってございます。 

  このようなことから、平成16年に地元から整備

要望書が再度提出をされたところであります。今

後も残りの用地取得につきまして、順次整備を図

ってまいりたいと考えております。 

  また、地権者との関係でございますが、協力を

いただきました地権者の皆様には、整備を進める

ことにより理解が得られるものと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） それでは、随時再質問を

させていただきます。 

  まず、保育園運営についてですが、先ほど答弁

の中で、次世代育成支援対策行動計画という言葉

がありましたが、詳しくはどのような計画で対策

なのかお願いいたします。 

  それと、この公設と民設のバランスといいます

か、全国的には45％ということですが、栃木県内

は34％、これは大変、何といいますか、低いとい

っていいのか、少ないといっていいのか。逆に言

うと、公設が充実しているということなのか、そ

の辺ですが、それがやはり結果的には財政を圧迫

している、そのようなことかと思いますが、この

ような中、公設と民設の関係、バランス、これは

どのように考えているかお伺いいたします。 

  また、民設民営に移行できるものは移行する方

向で検討するということですが、この移行できる

ものというのはどのようなところでしょうか。 

  また、移行するとすれば、いつごろから移行を
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考えているのかお伺いいたします。 

  以上お願いします。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） ３点ほどご質問い

ただきましたが、順次お答えを申し上げます。 

  まず、１点目の次世代育成支援対策の行動計画

についてですけれども、昨日の渡邉議員の一般質

問の中で、昨年度の合計特殊出生率が1.38％とい

うお話がございましたけれども、1990年ですから

平成２年ですね。この年に発表された前年度の合

計特殊出生率が1.57％でしたね。これは1966年で

すから昭和41年の丙午の合計特殊出生率1.58を初

めて下回ったわけですね。当時大変このことがシ

ョック、1.57ショックと言われまして、このこと

が国における少子化対策の原点、あるいは出発点

であったというふうに考えております。 

  国はその対策として、いち早くエンゼルプラン

を打ち出しまして、その後、新エンゼルプランを

打ち出しました。その後、次世代育成行動支援対

策法を打ち出しまして、自治体、あるいは従業員

300人以上を雇用する事業所、企業等については、

その具体的な行動計画の策定を義務づけられまし

た。その事業期間は法律の時限と同じように、平

成17年から平成26年までの10年間で実効性のある

行動計画、行動するようにということで義務づけ

られた計画でございます。 

  那須塩原市におきましても、平成16年度末で計

画を策定いたしまして、今後10年の中で順次市の

総合計画、あるいは財政状況を勘案しながら、逐

次実施をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

  それから、２番目の公設、あるいは民設のバラ

ンスですけれども、全体として民設民営の数は少

ないというふうな認識でおります。 

  それから、今後の民設民営に移行できるものは

いつごろになるか、あるいはどういう基準かとい

うご質問かと思いますけれども、国のいわゆる三

位一体改革の関係で、昨年度から保育園の運営費

負担金が削減をされました。先ほど議員のご質問

の中にありましたように、公設公営の負担金は削

減されましたけれども、いわゆる民営、民間に委

託しているものについてはそのまま補助が継続し

ているということで、これは一般財源化されると

いうことは、その保育園に対する運営業務を自治

体の判断にゆだねるあらわれだというふうに認識

をしております。 

  ということで、市内における保育園の状況、あ

るいは施設の老朽化、あるいは建て替えの必要性

とか、そういったものを勘案しながら順次計画的

に、時期はまだ明確にはできませんけれども、民

営化のほうに移行していきたいというふうに考え

てはおります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） 時期は明確にできないと

いうことですが、これはやはり少子化という問題

等ありますが、現在の公設公営という形から公設

のところだけを、公設の部分ですね、この施設を

民営に移す、移行する、そのような考えはどうで

しょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 現在公設で運営を

している保育園を民設にと、これは当然国との補

助金の問題等も絡みますので、手法としては協議

が必要ですけれども、民間に、いわゆる市の保育

園の施設を売却するなりの方法をとって、民間に、

民営に移行していくという考え方は選択肢として

当然あるかというふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 
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○２５番（相馬義一君） わかりました。 

  そのような方法がこれはベストかなと、そう私

も思っているところでございます。 

  次に、いわゆる無認可保育園についてですが、

これは私の個人的な主観といいますか、イメージ

ですが、無認可保育園というのはいろいろ、今ま

で事件等がございました。また、利益の追求とい

うだけの劣悪な面もあると聞いております。しか

しながら、そのような余りよいイメージはないん

ですが、その中でも、逆に枠がないということで、

熱意を持って保育に当たっている園もあると聞い

ていますが、当市の現在の無認可の園については

どうでしょうか、その辺は。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 無認可保育園に対

する運営費の補助という形で、県の助成制度を導

入して、民間育児サービス施設入所児童の保育料

の減免の補助とか、そういった形で補助そのもの

は実施をしております。ということで、それらが

10園に対し運営の補助をしているということで、

今年度の中で２園ほど閉園するという予定の無認

可保育園もございますけれども、この補助に基づ

いて今後についても調整はしていきたいと考えて

おります。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） 私がお聞きしたのは、当

市の園において、今までにそのような、いわゆる

行政は無認可保育園を監査をすることができると

いうあれがございますよね。その監査をするとい

うことで監査をしておるとは思いますが、簡単に

言えば、よい悪いという園の区別といいますか、

その辺について当市の園については現状はどうで

しょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 失礼をいたしまし

た。 

  当然県の運営費の補助が入っておりますから、

県のほうで定期的に監査が参ります。当然市とし

ては同行するなりして一緒に監査に立ち会うとい

う形でございますけれども、これまでの中で、特

に問題があるという指摘を受けた施設等について

は現在のところございません。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） そのような状況なら、こ

れは大変よいことだと思います。やはり子供の命

を守るという、これから大変子供というのものは

今まで以上に大切に扱わなくてはいけない、その

ような観点からも十分監査をしていただきたい、

そのように思うところでございます。 

  それから、常設保育園の園児の確保、その他と

いうところで、特別保育事業の実施というのがご

ざいました。また、多様なニーズにこたえている

と、そのような答弁がございましたが、先日も埼

玉地区にございますひばりケ丘保育園におきまし

ても、新聞等では県内初であるという、過日、あ

るいは半日保育にこたえていくという報道がござ

いました。 

  今後このような受け入れ態勢といいますか、積

極的に行政としてはかかわる考えはありますか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  新聞報道にひばりケ丘保育園の特定保育の関係

のご紹介があったかと思いますけれども、現状で

は今年度から、恐らく県内の自治体もまだ実施は

していなかったと思いますけれども、この特定保

育をいち早く実施をしたところでございます。こ

れは那須塩原市の黒磯地区だけということではな

くて、ニーズに応じるという形で、市内全域で保

育園と協議をして実施の要望があるところについ
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ては実施の方向で進めていきたいと考えておりま

す。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） 大変ありがとうございま

す。 

  続きまして、医療サービスについてお伺いいた

します。 

  特に医師不足が内科、小児科が深刻である。ま

た、県においては医師確保支援センターというも

のを設置しているようですが、早い時期にその対

策協議会の設置を考えるという答弁がありました

が、いつごろ考える予定でしょうか。 

  また、医療圏内という圏内は、旧７市町村ぐら

いを指しているのでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  まず、地域医療の関係の懇談会といいますか、

その策定については、現在のところ広域事務組合

が事務局といいますか、中心となって、１回目の

策定に向けての集まりは持ったところであります。

それで、いち早くそのようなメンバー構成になる

と思われますが、４月末にこういった医師不足等

の問題を勘案しまして、県北地区の地域医療懇談

会ということでまず会合を持ちました。それで、

構成メンバーは那須塩原市、あるいは大田原市の

中核病院の病院長、そのほか郡市医師会の会長、

そのほか南那須地区の郡市医師会の会長、あるい

は塩谷郡市医師会の会長と中核病院の病院長、そ

のほかに県の医師会長、あるいは県の保健福祉部

長、それから保健の技監等も集まりまして、本市

と大田原市が中心ということで会合を持ちました。 

  その中で、まず日赤から現状分析といいますか、

現状報告等もございまして、大変、騒動のきっか

けとなった研修医制度による医師不足は当然のこ

とながら、日赤のいわゆる置かれた守備範囲が北

は白河、東は茨城県の大子町、西は塩谷郡の玉生、

船生のほうからも救急の患者が搬送されてくると

いうことで、大変な問題だということで、その部

分では、地域の郡市医師会のほうで、あるいは中

核病院の輪番制ということで支えていこうという

ことで、大田原日赤病院については、重症患者の

２次、あるいは重篤患者を救急救命センターのほ

うで対応していただくということで、当面の対応

については協議を行ったところでございます。 

  今後の医師確保に向けての具体的な取り組みは

新聞報道でご案内のとおり、県が中心となって進

めてまいりますので、我々地域の行政もそれに呼

応して、側面から協力していきたいと、こんなふ

うに考えています。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） 確かに今の日赤のお話だ

けでも大変広範囲で、大変、何といいますか、こ

のような施設が少ないのかな、そのようにも考え

るところでございます。また、当市においても11

万5,000人という市民がおるわけです。この市民

の健康を守るという観点からも、もう早い対策を

つくって、そして体制として動いてほしい。また、

これからこの後質問します救命救急関係について

も体制を少しでも早くつくっていただきたい、そ

のように考えるわけでございます。 

  芳賀日赤さんでは、２次救命患者の受け入れを

制限したと、そのような状況もあります。また、

今後の交通事故等、あるいはその人たちの、負傷

者の救命率といいますか、あるいは救命効果の向

上、そういうものを図るという観点からも、ぜひ

とも救命医療体制、救命医療のほうに行ってしま

いましたが、その体制を整備し、充実を考えると

いうことが必要だと私は思うんですが、その辺に

ついてはどうでしょうか。 
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○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 救命医療、救急救

命の関係ですけれども、救急医療体制の中で分類

いたしますと、比較的軽症患者がいわゆる１次医

療、それで重症患者が２次医療、いわゆる重篤患

者、危険な状態にある方の救命が救急救命センタ

ーということで、これは大田原日赤病院内の日赤

救急救命センターということで那須北管内で６億

円の助成をいたしまして、現在年約6,000万ずつ

ですね、10年間をかけて償還をしている状況でご

ざいます。ということで、この施設以外に現在の

中で救急救命センターの設置というのは、なかな

か現状としては難しい面があるかと思います。そ

ういうことで、重篤患者の搬送、あるいはそうい

った延命措置に対して、いわゆる障害がないよう

に、２次医療、あるいは１次医療については地域

の医師会、あるいは地域の中核病院が輪番制で対

応するということでの整備は今後の中で継続して

やっていきたいというのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） 確かに現状は理解をして

おりますが、今後、先ほども申し上げたように、

合併をいたしまして、県北の雄都となる11万

5,000人の市でございます。そのような意味から

おきましても、大田原日赤だけで対応できるのか

どうか、その辺も検討していただきたい。 

  また、当市においても、今当市の行政の対応と

して、いわゆる保健課というものが１課でござい

ますよね。１つの課しかございません。その中に

各地域において保健センターというものがござい

ますが、先ほど申し上げた市民の健康ということ

を考えた場合に、この保健センターを、いわゆる

単独の課としての考えはあるかどうか、ちょっと

お聞きいたします。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 市民の健康管理は、

もちろん市民個人個人の健康管理のみならず、医

療費の抑制、あるいは介護保険の保険料の高騰、

あるいは介護保険の運営に大きな影響を及ぼすと

いうことで大変重要なことは私も理解しておりま

す。 

  現状でも保健センターは黒磯地区、西那須野地

区、塩原地区にそれぞれございますけれども、こ

れを組織上でどういう形にしていくかということ

については、全体的な機構改革の問題もございま

すので、今後の研究課題ということにさせていた

だきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） よろしく検討してくださ

い。 

  また、医療サービスの 後、高度先進医療とい

うのは、確かにこれは非常に高度医療ということ

で難しい点がございます。栃木県でも自治医大と

獨協医大ということですが、大学病院が多い一自

治体だけで考える組織というか、範囲ではない、

そのように私も認識をしております。 

  しかし、県の保健医療計画、それには、それぞ

れの圏域において保健医療の需要を把握しながら、

計画的に保健医療供給体制を整備する必要がある

とうたわれております。関係機関と検討をしてい

ただき、今後要望として出していきたいと思いま

す。よろしくどうぞお願いいたします。 

  続きまして、安全、防犯について再質いたしま

すが、私、 初の質問において、「犯罪のない地

域づくり」を「防犯のない地域づくり」と申し上

げたそうです。訂正をまずお願いいたします。 

  この黒磯警察署管内において、大変交通事故が

多い。先ほども緊急に航空機を使って広報を行っ

たと。私もたまたま日曜日でしたが、この航空機
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の広報を聞きました。また、それは日曜日だった

ということで、一般市民にとっては随分聞いた方

が多いのかと。広報としてはよかったのかと、私

はそのように感じておりますが、来る23日に那須

塩原市黒磯地区交通事故撲滅市民大会という大会

を催すという、実施するということですが、どの

ような大会でございましょうか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 内容ですけれども、

黒磯警察署管内、これは那須町、那須塩原市の一

部という形になりますけれども、通常ですと、管

内合わせてやってきているのが普通なんですが、

今回は那須町は那須町としてやると、那須塩原市

は那須塩原市としてやると。それで、２回に分け

て警察署としてはやると。 

  それで、内容なんですけれども、当然緊急の死

亡事故が時期からいきますと、昨年に比べて50％

ふえているわけですね。そういった中で、身近な

そういう交通事故の経験を持っている方の特別講

演をまずは催したいと。 

  ちょっと内容に触れたいんですが、和氣みち子

さんという方で、氏家で19歳の娘さんを飲酒運転

のトラックにひかれた方がおるんですけれども、

その方のその体験と、その交通事故に対する一つ

の思いというものを、じかに自分がそういう悲惨

なものに遭った人の体験を通じて１件でも交通事

故をなくそうというような講演があります。ちな

みに、黒磯文化会館の大ホール、1,400名入れま

すけれども、そこで６月23日の午後３時半からと

いうことで、現在、事業所、学校関係、一般市民

への啓発等々で１人でも多く参加していただきた

いということで、啓発に努めているところです。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） 講演をするということで

すが、実は、私も身内の中で若いうちに、待機を

している間にダンプが突っ込んできて、おじが亡

くなったという経験もございます。そのような中

で、私もその身内という形で、ここにおられる方

の中にもそういう方はおられるかと思いますが、

大変残念がっているだけでは済まない、本当に矛

盾してしまう、そのようなことを経験してまいり

ました。このような方の講演をぜひとも、今後と

も繰り返し繰り返し、あるいは学校等においても

やっていただきたい、そのように思うわけでござ

います。 

  そのような点から、日常的にも、先ほどの答弁

の中に、交通指導員による市民各層への市民交通

安全教育を行っていると。そのような各層という

のは、多分、子供、小学生、中学生、高校生、あ

るいは老人、また、いわゆる交通弱者と言われる

方々の勉強会、教育だと思いますが、このような、

特に老人の方々におかれましては、このようなも

のに参加したくても参加できない、そのような方

も大勢いると思います。そのような方が、いわゆ

る交通安全、交通に対しての意識のなさといいま

すか、そのようなことも感じられますが、そのよ

うな方に対しての今後の対策はどう考えておりま

すか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 今、議員からもあ

りましたように、交通教育指導員によりまして、

保育園、幼稚園、小学校、あるいは高齢者と。具

体的に言いますと、お話だけでは実感としてない

というようなところで、今の交通指導員、教育指

導員につきましては、車を持って行って、学校で

すと、校庭でトラックを走らせて、内輪差とか、

実際にこういうふうに巻き込まれるよというよう

な実地体験も含めたような指導の仕方をしていま

す。 
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  ただいまありましたように、高齢者等で足がな

いというような場合の方の今後の対策ですけれど

も、今までも学級を通じたり、高齢者学級とかで

すね、そういった中で、こちらから出向いて今後

とも教育をしていきたいというような考え方で今

後も進めたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） いわゆる交通事故に遭う、

特に私が思うのは、老人の方々というのは、交通

ルールというか、そういったことに対して、自動

車免許を持っている方々に比べますと、やはり認

識不足がある、そのように感じているわけでござ

いますが、そのような方にもどうか老人の集まる

場所等でそういうことをやっているというのはわ

かりますが、それにも参加できないような方にも

啓発をお願いしたい、そのように思うわけでござ

います。 

  続きまして、防犯についてお伺いいたします。 

  この那須塩原市というのは、観光地でもござい

ます。新市のイメージを大切に思うわけでござい

ますが、そのような中で先ほどの答弁でございま

したが、空き巣等が大変多い、そしてその答弁等

で、当事者だけでなくて、この地域に大きな不安

を与えてしまう、そのような答弁がございました。

この地域に不安を与えるような、このような犯罪

等に対し、その地域ぐるみの事業等で対応してい

ると。今の段階でどのような対応を地域ぐるみ等

で、あるいは事業所等でどのような対応をしてい

るのか、ありましたらお教え願います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 具体的に細かくは

ちょっと把握はしておりませんが、例えば自治体、

行政区単位で月に自主防犯という形でパトロール

をやってきているというようなところもあります

し、あとはその自警的な、そういう形でやってい

ただいている方たちもおります。 

  そういった中で、前にもご質問等で受けており

ますけれども、実は６月の初めに黒磯警察署の防

犯の連絡協議会がございました。その後に担当の

課長と今後そういった地域防犯の組織的なものを

検討していきたいなというようなことで、今後集

まって関係機関で検討していきましょうというこ

とで、非公式ではありますけれども、そんな話も

して、今後具体的な内容について検討していきた

いなという考え方でおります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） わかりました。 

  そのような取り組みを今後ともやってきて、せ

っかく新しい市になったわけですから、イメージ

を崩さないようにと言いながらも、けさの新聞

等々では、旧黒磯の鍋掛地区において悲惨な事件

が発生をしてしまいました。まことに残念でござ

いますが、今後このような事件のないよう、警察

と、あるいは関係機関等と十分に密接な会議等を

開いていただいて、抑制に進めていってほしい、

そのように考えるところでございます。 

  そのような中で、１点だけちょっとまたこれも

要望でございますが、警察署の統廃合というか、

統合といいますか、今後、那須塩原市警察となる

ようでございますが、職員が40名ほどですか、増

員なされるというちょっとお話は聞きましたが、

その職員の増員だけではなくて、旧西那須野地区、

あるいは塩原議会ですか、等々でも要望等があっ

たということは聞いておりますが、この新市の地

域のバランスを考えた上で、あるいは大変人口の

多い西那須野の地域において、派出所、あるいは

交番等の増設といいますか、そのようなことを警

察に要望していただきたいという、これは私から

の要望でございます。よろしくお願いいたします。 
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  後になりますが、道路行政についてお伺いい

たします。 

  県外地権者等の事情という説明がございました

が、県外地権者等の事情というのはどのようなこ

とか。多分用地買収ができないのにはいろいろな

理由があるかと思いますが、それにしても、平成

６年度に北和田横林線の交差点の部分改良だけに

終わって、その後休止状態が続いていると。これ

は大変長い間、私は長い間だと思いますが、その

間、地元の住民あるいは地権者等にこの説明等は

したことがありますか。 

  また、先ほどの答弁で、順次整備を図っていく

という答弁がございました。それはいつごろから

か、また予算等いろいろあると思いますが、延長、

あるいは幅員、わかる範囲で結構です。お知らせ

願えればと思います。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） お答えを申し上げます。 

  確かに平成４年度から事業が始まりまして、ま

だ完了していないと、こういう状況で、私も大変

反省をしているところでございます。そういう中

で、いずれにしましても、その当時、平成４年当

時はこの事業を計画し、決定して用地買収に入っ

たということでございますので、一日も早く整備

をしたいと、こういう中で、県外地主さんは現在

12名ほどまだ契約がなっていない、こういう状況

になっていますので、こういう県外地主さんに一

日も早く接触をして、今後事業を進めていくよう

大限の努力をしたいと、このように考えており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） 現況の道路を見ますと、

県外地権者との理解を得られていない部分が確か

にあります。その部分を除いたところの、少なく

とも、これは全体的には相当な距離数があるかと

思います。部分的にでもやっていただきたいとい

う地元の要望がございます。その辺も考えていた

だきたい。 

  また、先ほどの答弁の中で、地権者への整備を

進めることで理解を得られるという答弁がござい

ました。そのような観点からも、ぜひとも早期に

整備が始まってほしい、そのように考えておるわ

けですが、その辺について。先ほどもう一つ、幅

員とか延長がもし、わかる範囲で結構ですが、お

願いいたします。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 失礼いたしました。 

  事業の計画につきましては、延長が1,174ｍほ

どございます。その幅員も８ｍで整備をしたいと、

こういう計画になってございます、その中で、た

だいま議員から指摘がありましたように、地元の

地権者につきましては95％完了してございます。

そういう状況からしましても、部分的にでもでき

るところから少しでも手をつけたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（髙久武男君） 25番、相馬義一君。 

○２５番（相馬義一君） ありがとうございました。

大変前向きな答弁をいただきましてありがとうご

ざいました。 

  これで私の質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で25番、相馬義一君の

市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時０７分 
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○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 岡 部 瑞 穂 君 

○議長（髙久武男君） 次に、２番、岡部瑞穂君。 

〔２番 岡部瑞穂君登壇〕 

○２番（岡部瑞穂君） 市議会第４回定例会に際し、

私は、旧黒磯市の市民の方並びに議員、行政各位

に新市を那須塩原市との命名にご賛同いただきま

したことに感謝をいたします。このことにより、

速い速度でネームバリューが高まり、全国に知ら

れると思います。 

  また、県内第１号目に合併を果たしたことは、

議論は多々あると思いますが、今後住民の高度な

判断により、将来に夢と希望を持つことのできる

地域であると信じ、全国に発信しなければならな

いと思います。 

  私の選挙公約であります５項目について質問を

させていただきます。すべて未熟でありますので、

よろしくお願いをいたします。 

  まず第１、男女共同参画社会の推進について。 

  女性パワーを発揮し、活躍の場の拡大。 

  男女共同参画社会の推進が社会、経済界に必要

であるとの認識はされておりますが、実情は男女

共同ではなく、女性は組織の中で下部組織の一員

でしかないように思われます。知識、教養、意欲

等同等になりました。次世代のために社会体制、

制度の改善がなされませんと、能力の発揮はでき

ません。女性には特別に出産という大きな仕事が

ございます。 

  お伺いいたします。 

  女団連が統合する今、新市は男女共同参画社会

に関する条例をどのように考えていますか。 

  那須塩原市の女性職員、管理職数をお教えくだ

さい。例えば女性議員は総議員のうちの12.5％で

ございます。 

  ２番目、地域産業の一層の振興。 

  新設道路について。 

  地方道路整備事業、交付金事業として継続して

おりました市道旧新湯線工事区間残り420ｍを一

日も早く開通させるための土木技術、資金調達等

を再検討していただくように希望いたします。 

  ２番、地域再生計画で、今年より５年と申請さ

れましたことを新聞で知りましたが、経済効果が

薄れ、あわせて初期工事部分の疲弊が出、メンテ

ナンスに費用がかかると思います。効率のよい方

策を見出すべきだと思います。お考えはあります

か。 

  ３番、教育、文化、スポーツの振興について。 

  当市における教育、文化、スポーツは、すぐれ

た指導者のおかけで国内外に活躍されております。

郷土史からもこの地を愛し、育てたことがうかが

えます。 

  新市になり、一層の推進についてお伺いをいた

します。 

  ４番、福祉行政の推進について。 

  現行の福祉政策は、かなりよくなったとはいえ、

よりよくとの要望が聞かれます。老齢化社会、若

年労働者の減少等を考えますと、近い将来に財政

上の不安要素が出ると思います。いかがお考えで

すか。 

  ５番目、地域再生計画について。 

  ⑴観光政策について。 

  市内の観光地を塩原、板室と考えておられるよ

うですが、観光地の認識を市全域と考えアピール

し、お客様の選択肢を多様化することで、農業、

林業、漁業、歴史、文化、スポーツ、教育、その
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他とリンクし、より那須塩原市を観光地として名

声を得ることができると思います。 

  平場、こういう表現でよいかどうかわかりませ

んが、平場にも多くの宿泊設備がございます。 

  観光とは、景勝地を見て、そこにある文化を体

験し、非日常を味わい、ご自身の知識とすること

です。 

  湯治、心と身体を温泉でいやすことです。 

  観光課、観光協会、全市民が当地に誇りを持ち、

人に伝え、日本じゅう、海外にも知らせようとす

る方策を考えていますか。実績を公開してくださ

い。 

  ⑵塩原支所の建てかえについて。 

  平成17年５月、基本計画検討会が設置されまし

たが、関係課が住民の声を十分に聞いていただき

たいと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

  ２番、設計、施工に関して伺います。 

  塩原の地形、地質、環境、メンテナンス、市内

経済の循環等においては市内の設計士がよいと思

いますが、観光地としては広範囲にコンペティシ

ョンによる選択もよいと考えられます。関係課は

どのようにお考えですか。 

  以上で私の一般質問の大きな項目をこれで終わ

りにさせていただきます。 

○議長（髙久武男君） ２番、岡部瑞穂君の質問に

対して答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） ２番、岡部瑞穂議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 

  私からは２点ほど答弁をさせていただきます。 

  まず、福祉行政の推進についてでありますが、

ノーマライゼーションの理念のもとに施設福祉か

ら地域福祉へと福祉の流れは大きく変わってきて

おります。介護保険制度の導入や平成15年度から

開始された障害者支援費制度は、措置制度から利

用者がサービスを選択できる制度へと移行してお

ります。この間、国における三位一体の改革の一

環として、公立保育所運営補助金や在宅福祉事業

費補助金の一部などが廃止され、一般財源化され

るなど、財政的に厳しい状況にあると受けとめて

おるところであります。 

  今後ますます少子高齢化が進展する中で、人と

人との連帯感が薄れ、地域社会の変化を背景に、

福祉に対するニーズは多岐にわたり、複雑化して

いくものと思われます。 

  住みなれた地域や家庭で充実した心豊かな生活

が送れるよう、市民や市民団体が福祉活動に取り

組み、ともに支え合う地域社会を目指して、本年

度から２年をかけて地域福祉計画を策定するとこ

ろであります。 

  次に、地域再生計画の塩原支所の建替えについ

てお答えをいたします。 

  塩原支所の建替えにつきましては、議員ご承知

のとおり、企画部、総務部及び教育委員会の関係

部課長等による基本計画検討委員会を組織し、現

在基本計画の策定に取り組んでおるところでござ

います。 

  ご質問の住民の声を聞く件につきましては、旧

塩原町における庁舎建設懇談会報告書を初め、地

元小中学校ＰＴＡ会長、区長、温泉旅館協同組合、

観光協会等、諸団体から要望書が提出されており

ますので、それらを踏まえて策定作業を行ってま

いりたいと考えております。 

  次に、設計、施工をどのように実施するべきか

についてでありますが、まだ検討する段階に至っ

ておりませんが、実際に実施をしていくには、議

員ご指摘のように、市内経済への配慮や観光地と

いう特殊性も踏まえまして、検討を進めてまいり

たいと考えております。 
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  このほかにつきましては、教育長、総務部長、

生活環境部長、産業部長、建設部長から答弁をい

たさせます。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 岡部議員の教育、文化、

スポーツの振興についてお答えいたします。 

  市民一人一人が心豊かに生きていくためには、

教育、文化、スポーツの果たす役割は大きいもの

があります。これらを推進するには、指導者育成

は必要不可欠であり、大変重要なことと認識して

おります。 

  初めに、教育は、豊かな心を持ち、たくましく

生きる力をはぐくむ学校教育の充実を図るために、

教員の資質、能力向上のための教員研修をさらに

充実させてまいります。 

  また、文化につきましては、地域の貴重な文化

的資源の保護を図り、地域に根差した市民文化の

創造を推進するために、各種活動等を支援する人

材、団体等の育成を進めるとともに、地域におけ

る歴史、文化の伝承、育成にも努めてまいります。 

  後に、スポーツにつきましては、健康で活力

に満ちた生活を目指す生涯スポーツの推進のため

に、指導者の組織化と指導体制の充実を図り、指

導力の向上に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（相馬 力君） 男女共同参画社会

の推進についてのうち、男女共同参画社会の推進

について、また、女団連が統合する今、新条例の

作成はどのようになりますかという２点について

お答え申し上げます。 

  男女共同参画社会の推進についてお答えいたし

ます。 

  男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構

成員としてみずからの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつともに責

任を担うべき社会と考えております。 

  男女共同参画の社会の実現に向けて取り組むべ

き課題は、社会のあらゆる分野にわたっています。

社会制度や慣行が男女に中立に働くよう、絶えず

見直すことが求められる一方、職場、家庭、地域

社会の中で人々の意識や行動を変えていくことも

必要であります。そのための男女共同参画社会の

実現は、行政による取り組みだけで達成できるも

のではなく、市民一人一人の意識改革や自主的な

努力に負うことも大きいと考えられることから、

市民と行政が連携、共同して取り組みを進めるこ

とが重要であると考えております。 

  次に、男女共同参画社会への推進に関する条例

についてお答えいたします。 

  男女共同参画社会へ諸施策の推進を図るため、

那須塩原市としての男女共同参画基本計画の策定

を考えております。 

  ご質問の条例につきましては、基本計画の策定、

また男女共同参画社会の実現に向けて、行政、市

民及び事業所が一体となって取り組むために制定

を検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 次に、総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） それでは、男女共同参

画社会の推進についての中で、那須塩原市の女性

職員数、管理職数をというご質問がございました。

これにつきまして、まず、那須塩原市の現在の全

職員数を申し上げておきますと、４月１日現在と

いうことでございますが、951名在籍をしており

ます。このうち女性職員は385名となっておりま

す。割合といたしましては、40.5％というふうな
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比率になっております。また、管理職数というこ

とでございますが、総数157名のうち、女性職員

の割合が32名ということでございます。比率とし

ましては20.4％ということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 次に、建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） それでは、２番の地域

産業の一層の振興の中、新設道路につきまして２

点ほど出ておりますが、関連しますので、あわせ

てお答え申し上げます。 

  まず、一日も早く開通させるための土木技術に

ついてでありますが、当路線は橋梁を含め山岳部

の道路整備であるため、計画時点から早期完成を

目指し、設計施工方法等につきまして、県道路建

設課の技術的指導を受けて実施しておるところで

ございます。今後も計画に沿って進めていきたい

と考えております。 

  また、工事区間が日光国立公園の特別地域に指

定されている上、国有林野であるため、環境省及

び塩那森林管理署より自然景観の保全に十分配慮

し、必要 小限の伐採で施行するよう指導も受け

ているところであります。 

  財源につきましては、ご案内のとおり、地域再

生計画の認定を受けまして、新市のステップアッ

プを支える社会基盤づくりといたしまして、平成

17年度から道整備交付金によりまして計画的に実

施し、早期完成を目指したいと考えております。 

  次に、効率のよい方策でございますけれども、

ご質問のとおり、初期工事分に補修すべき箇所が

見受けられますので、工事に伴う大型車両の進入

がなくなる、いわゆる工事が終わりました 終年

度に現地を再調査の上、安全対策も視野に入れな

がら補修し、供用を開始したいと、このように考

えてございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 次に、産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） それでは 後に、

観光政策についてお答えをいたします。 

  市民一人一人が観光資源に恵まれた那須塩原市

に誇りを持ち、国内、海外へもそのよさを知らせ

ようとする方策についてですが、まずやすらぎの

栃木路共同宣伝協議会では、テレビ、雑誌などの

マスメディアを活用したＰＲ事業を初め、ＪＲ線、

東武線を対象とした駅張りポスターの作成、また

首都圏を中心にイベントを開催するなど、誘客推

進のための事業を実施しております。特に、本年

度は観光栃木強化発信事業を実施するための実行

委員会を発足し、九州、関西、東北、北陸方面へ

の宣伝の事業の強化を進めております。 

  また、県と那須塩原市を含む６観光地区で進め

ています栃木県国際観光推進協議会では、中国や

韓国向けにマスコミやエージェントの招請事業、

国際観光展の出展事業を展開しており、さらには

受け入れ態勢整備事業として、中国語のＰＲビデ

オの制作などにも取り組んでいるところでありま

す。 

  市の観光施策としましては、塩原温泉における

地域再生事業の着実な実施や西暦2006年に開湯

1200年を迎える塩原温泉の記念事業等を実施する

など、観光イベントやＰＲ事業の充実に努めてま

いります。さらには、国際化に対応できる接客執

務の構築や市内の既存観光地点を結ぶルートの開

発など、さまざまな施策を検討しているところで

あります。 

  これらの施策を実施するに当たりましては、市

民の皆様のご理解、ご支援がなくてはならないも

のと考えております。結果として国内、海外に発

信できる国際観光都市那須塩原が実現できるもの

と思っております。 

  次に、市の観光振興策の実績評価でございます
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が、平成16年に訪れた観光客数は約674万人とな

っております。宿泊客数は約140万人となってお

ります。前年度と比較しますと、観光客では約

1.7％の伸びを示しておりますが、宿泊客数では

約４％の減少となっております。市といたしまし

ても、厳しくこれらを受けとめまして、今後の事

業立案や実施に当たりましては、費用対効果を念

頭に置いた計画を定め、その評価を踏まえた中で

事業の推進を図っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） まず、男女共同参画社会の

再質問をさせていただきます。 

  先ほどご報告をいただきました中で、民間の会

社のことはまだ、希望はいたしますが、伺うこと

はできませんが、市職員の方の管理職数というの

が半分なんですね、男子の。これも女性が一定の

子育てを過ごした後に職場についたならば、必ず

や責任のある仕事を全うできると思いますので、

これからは高齢者採用というんでしょうか、そう

いう中でもよい環境をつくっていただければと思

いますが、いかがでございますか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 高齢者採用というのは、

ちょっとまたお話は別かと思いますが、女性職員、

役所にあっては男性、女性の区別はないというふ

うに私ども考えております。ただし、女性には大

変、出産というふうな大切な事業を持っておるわ

けですけれども、これらの職員に対しては、産休、

あるいは育休といった形の母体、あるいはお子さ

ん方の保護に関しては十分な対応を図ってきてい

るというふうに私ども思っております。 

  なお、那須塩原市といたしましては、男性、女

性の別なく職員として優秀な職員にあっては、管

理職として登用をしていくというのは当然のこと

でもありますし、今後ともこの考えは進めてまい

りたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） ぜひ市役所職員の方の職場

の拡大からやっていただきまして、そして、那須

塩原市の民間会社をも指導し、あわせて栃木県が

全国でも男女共同参画社会によいお手本になるよ

うな環境をつくっていただきたいと思います。 

  続きまして、地域産業の一層の振興ということ

ですが、まずこの道路の一番始まりの年月はいつ

でいらっしゃいましたでしょう。そして全長は何

ｍでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 全長はちょっと確認は

していませんけれども、残り420ｍ、これはいわ

ゆる今回、道づくり交付金の関係で認定になると

いう長さでございますけれども、全体事業としま

しては、４億7,700万ほど予定をしております。

そういう中で５か年の事業計画という形になって

ございます。 

  先ほどもご質問がありましたけれども、この地

域は山岳地帯でございまして、お金をつければす

ぐできるかというと、そういう状況ではございま

せん。といいますのは、道のないところに道をつ

くってございますので、分割して発注すると、こ

ういうことができません。ですから、一方から事

業を進めていくということになりますと、なおか

つあの地域は冬は工事ができない期間と、こうい

うことになりますので、工期の関係からも、１年

に投入する金額がおのずと決まってくると、こう

いう状況でございますので、なかなかお金だけの

問題ではなくて、やはりある程度の期間をかけな

いとできないだろうと、このように考えまして、
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少なくとも５年の間には全線を開通したいと、こ

のように考えていますので、ご理解をいただけれ

ばと思います。 

○議長（髙久武男君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 日本の土木技術というのは

世界でも誇れる優秀なものと聞いております。

420ｍを５年間かけて、そして大変、山岳地帯で

すから、先にやったところの疲弊は大きいと思い

ます。そこの補修工事も入ったりしますと、予算

内でできない可能性が出てまいりますので、それ

は知恵を出していただき、土木関係のおできにな

る方と話し合っていただいて、一日も早くやって

いただく方向で、計画どおりということが私は地

域産業の一層の振興にはならないと、このように

思っておりますので、ぜひともご検討をお願いし

たいと思います。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） 一日も早くということ

でございますが、全く私のほうもそう思っており

ます。ただ、先ほど申し上げましたように、工事

がどうしても難しい場所でございますので、いず

れにしましても、金額、例えば今年度１億、２億

入れたとしましても、工期の中でその事業量が消

化できるかと、こういう問題がございます。そん

なことで、計画としましては５年と申し上げまし

たけれども、４年で改良工事を終わらせまして、

後に、先ほどご指摘がありました補修等をやり

たいと、このように考えていますので、全体では

５年と、こういう考えでおります。 

○議長（髙久武男君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） よろしくどうぞ、またご検

討をしていただきたいと思いますし、私も工事関

係者の方にも伺ってみたいと、このように思って

おります。 

  次にまいりますが、地域再生計画について。 

  これを拝見いたしますと、板室温泉、塩原温泉

に集客数15％、宿泊数10％という形で目標を掲げ

ていただいております。大変ありがたい数値を掲

げていただいておりますけれども、10％を増客、

誘致する根拠は何でしょうか。大変難しい数字で

はなかろうかと思いますが、ひとつその施策をお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） それでは、お答え

いたします。 

  ただいま議員がおっしゃいました率については、

ちょっと資料的にないものですから、その率につ

いては直接ご答弁はできないわけなんですけれど

も、いずれにしましても、塩原温泉、板室温泉の

誘客の率を上げるということの事業につきまして

は、合併して那須塩原市という大きな市になりま

した。その関係で、その中で塩原温泉、板室温泉

という２大温泉地を抱えているわけでございます。

それらのＰＲ事業を国内に広めていくというのが

誘客、宿客を図る上で一番大事だと思います。そ

の誘客を図る上の観光資源はどうなのかというの

が、先ほど議員がおっしゃいました平場、要する

に黒磯の平地、西那須野平地の観光資源が相当埋

もれているものがあります。そこら辺を発掘しま

して、那須塩原市全体の観光資源を広げまして観

光誘客に努めていきたいと、このように考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） やはり地域再生計画という、

このことでございますが、確かに那須塩原市は大

変魅力のある広大な土地があり、そして良質なお

水がたくさんあり、その上に自然環境もすぐれて

いて、これは今後非常に魅力のある場所と、この
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ように考えますが、ただいまおっしゃったのは、

大きな町になったから、それを宣伝がしやすくな

ったというふうに受けとめました。その方法で提

案をしたいと思っておりますが、各観光公社、そ

れから施設、教育委員会に属するんですか、施設

がたくさんありますし、合併したことによって、

もっと大きくなった。その中で、それぞれ施設案

内という印刷物をつくっていると思うんですが、

その印刷物をひとまとめにしまして、那須塩原市

内の施設、それからアクセス方法、そこに温泉場

もあり、平場にも温泉場があるという案内書の作

成はいかがなものでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） そこら辺も各関係

機関と十分検討いたしまして、今後実施できるも

のから実施していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 地域再生のことでございま

すが、栃木県は金融政策上の大あらしが吹きまし

た。そういう中で、私自身もその大きな波を体験

したわけですけれども、今後その観光に携わる、

あるいは地域社会で人づくりというのをどういう

ふうにお考えでしょうか。市長さんにお伺いをし

たいと思います。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 今、人づくりの話でござい

ますけれども、人づくりにつきましては、これま

でも学校教育、あるいは社会教育の中で人づくり

については進めておるわけでございます。 

  職業人としての人づくりにつきましては、おの

おのの持った、要するに素質ですか、それらによ

って、その人が選択をしていくものというふうに

思っております。地域的にここはこういう人をつ

くらなければならないとか、そういうものではな

いというふうに思っておりますし、地域を支えて

いく産業でございますので、その地域に住み、そ

の職業を選んで自分が選択をしていくというのが

職業を選ぶ道だというふうに私は思っております。 

○議長（髙久武男君） ２番、岡部瑞穂君。 

○２番（岡部瑞穂君） 経済環境が疲弊をしますと、

よい人もその地域にいないような形になる場合が

生じます。やはり行政としては、これからは再生

の時期ですから、特に目を、あるいは耳を傾けて

地域の発展というものを一つ一つ考えていきませ

んと、民間企業というのはお役人さんと違いまし

て、経済状況の中で荒波にさらされますと、生活

がやっていけないと、こういう環境の中で日々を

過ごしているわけです。 

  昨日の新聞に、これは県議会の特別委員会の中

で金融団の長の方のコメントが入っておりました。

取引先の再生に全力を挙げると。これはやはり金

融の再生だけでなく、人をもやはりそこで守らな

いと、よいこれからの県政を担っていくことは難

しくなるのではなかろうかと、このように思いま

す。 

  後になりますが、私がここに立っております

のは、経済社会が大あらしに見舞われました当地

の再生は、個では何もできません。個では何もで

きません。ですから、ここにいらっしゃる行政関

係のすべての方、それから議員の方、全市民の

方々に現状を認識していただいて、一日も早く再

生ができますように努力と支援をお願いいたしま

して、私の質問を終わりにしたいと思っておりま

す。まことにありがとうございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で２番、岡部瑞穂君の

市政一般質問は終了いたしました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 平 山 啓 子 君 

○議長（髙久武男君） 次に、10番、平山啓子君。 

〔１０番 平山啓子君登壇〕 

○１０番（平山啓子君） 議席番号10番、平山啓子

でございます。 

  ３項目ほど質問させていただきます。 

  まず、福祉行政についてお伺いいたします。 

  次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成

される環境を整備するため、次世代育成支援対策

推進法が平成15年７月に公布されました。合計特

殊出生率は全国的に下がる一方です。この急速な

少子化を変えるために、もう一段の対策を進める

ため、国は平成17年度から10年間の集中的取り組

みをするために、次世代育成支援対策推進法を制

定いたしました。那須塩原市においても、その行

動計画の概要版が発表されました。 

  子育て中の多くの保護者は、さまざまな悩みを

抱えております。安心して産み、育て、また働け

る環境づくりが今こそ大事であると思います。 

  そこで１点目に、父子家庭についてお伺いいた

します。 

  １つに、母子家庭と同様の生活支援が必要と考

えられますが、この点はいかがでしょうか。 

  ２点目に、父子家庭の父の負担を軽減するため

には家事援助が も重要である。そのために、そ

の対策として介護保険事務所からヘルパーさんの

派遣などはいかがでしょうか。 

  ２つ目に、ひとり親家庭医療費助成の事業につ

いて。 

  所得制限なしは考えられないものかお伺いいた

します。 

  ３つ目に、ファミリーサポートセンター事業に

ついて。 

  １つ、利用者のニーズ調査実施をお伺いいたし

ます。 

  また、センター事業の設立についての市の取り

組みをお伺いいたします。 

  ２項目、行政サービスについてお伺いいたしま

す。 

  合併し、半年が経過いたしました。たくさんの

すり合わせ、調整が行われましたが、地域差があ

り、本当にご苦労があることと思います。 

  そこで１つに、広報紙についてお伺いいたしま

す。 

  「なすしおばら」広報紙黒磯支所管内が新聞折

り込みになった経緯をお伺いいたします。 

  ２つ目に、西那須野、塩原支所管内と同じく、

広報紙を各地区の自治会組織を通じての配布には

できないものでしょうか。 

  ３点目、裏面にカレンダーの記載はできないも

のかお伺いいたします。 

  選挙入場券についてお伺いいたします。 

  個人への配布から１軒まとめての同封の配布が

経費節減になると思われますが、この点はいかが

でしょうか。 

  ３点目に、公文書の性別記載欄の削除について

お伺いいたします。 

  選挙入場券を含め、性同一性障害者に配慮した

公文書の性別記載欄の削除の那須塩原市の取り組

みをお伺いいたします。 

  ３項目、空き地利用についてお伺いいたします。 

  西那須野支所管内下永田地区にある戦没者慰霊

塔わきの空き地は平成９年に取得したと伺ってお

ります。８年を経過した現在、何か今までに計画

はあったのでしょうか。また、今後の計画はある

のでしょうか、これをお伺いいたします。 

  利用策として、福祉施設、保育所、公園などの

活用は考えられないものか、この３項目ほどをお
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伺いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君の質問に

対して答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 10番、平山啓子議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 

  私からは２点ほどお答えをいたします。 

  まず、福祉行政についてでございますけれども、

ひとり親家庭医療費助成事業について答弁をいた

します。 

  ひとり親家庭医療費助成事業につきましては、

県の補助金交付要領と市の条例、規則に基づき、

ひとり親家庭の親と子に対し、医療費の一部を助

成することにより、その心身の健康の向上を図り、

ひとり親家庭の福祉を増進することを目的として

実施をしているところであります。 

  所得制限につきましては、児童扶養手当支給対

象者の所得制限規定に準拠して制限を設けており

ます。ひとり親家庭は、経済的にも精神的にもさ

まざまな不安や問題を抱えている人が少なくない

状況でありますが、所得制限をなくした場合には、

県補助金交付要領の助成対象者とならない者は補

助の対象外となることから、今後も現行の制度で

実施をしていく考えであります。 

  次に、行政サービスについて、①、②について

お答えをいたします。 

  広報「なすしおばら」が黒磯支所管内で新聞折

り込みになっている経緯についてお尋ねがありま

すが、合併のすり合わせの中で、広報の配布につ

きましては、経費を使っても情報を早く、平等に

伝えるためには新聞折り込みがよいとの旧黒磯市

の考え方と自治振興と経費節減のために自治会か

らの配布がよいとする旧西那須野町及び旧塩原町

の考え方があり、合意が得られなかったことから、

当面新市においても今までの方法で実施すること

となり、黒磯支所管内においては新聞折り込みに

よる配布を行っております。 

  次に、黒磯支所管内の広報配布を自治会組織を

通じてできないかというお尋ねですが、合併協議

の中で、広報の配布の統一が図れなかったことか

ら、広報紙の配布方法を統一するため、新市にお

いて速やかに検討することとなりました。広報の

配布方法につきましては、現時点ではどのような

方法にするか白紙の状態でありますが、今後５月

末に組織されました自治会区長会連絡協議会等の

皆さん方のご意見をいただき、配布方法の統一が

図れるよう努力をしてまいりたいと考えておりま

す。 

  このほかにつきましては、企画部長、総務部長、

市民福祉部長、建設部長、選挙管理委員会事務局

長から答弁をいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  私からは、１点目の福祉行政についてのうち、

⑴の父子家庭について、まずお答えを申し上げま

す。 

  父子家庭に対する支援につきましては、冠婚葬

祭や出張、病気、看護、学校等の公的行事などの

理由で一時的な生活援助や保育サービスが必要な

ときに、母子家庭同様、父子家庭の家事援助につ

きましても利用できる制度として、母子家庭等日

常生活支援事業の制度がございます。制度利用を

促進するためにも、今後父子家庭への啓発を実施

してまいりたいと考えております。 

  次に、⑶のファミリーサポートセンター事業に

ついてお答えをいたします。 

  ファミリーサポートセンターは、子供を預けた

い人と預かる人のネットワークづくり、育児や介
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護の援助を受けたい方、援助を行いたい方などの

相互援助活動を行うセンターで、現在、県内で７

つの市で国庫補助を受け事業を実施しております。 

  本市におきましても、次世代育成支援対策行動

計画を策定し、この計画の中で地域社会における

子育て支援サービスの充実ということで、この事

業を取り入れることになっておりますので、今後

利用者ニーズ調査の方法や管理運営の方法なども

あわせ、実施について検討したいと考えておりま

す。 

  以上であります。 

○議長（髙久武男君） 次に、企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 私のほうからは２の行

政サービスについての中の広報紙、その中の３番

目にありました裏面にカレンダーの掲載はできな

いかという点についてお答えをさせていただきま

す。 

  このカレンダーにつきましては、旧西那須野で

実施していた方法を指しているかと思います。こ

の広報の裏面にカレンダーを掲載するとなります

と、３市町の分となるため、かなりの情報となり

まして、裏面のみではおさまらないという理由な

どから、現在は掲載をしていないところでござい

ます。 

  今後、広報「なすしおばら」へのカレンダー掲

載につきましては研究をさせていただきたいとい

うふうに、このように存じます。 

○議長（髙久武男君） 続きまして、選挙管理委員

会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（織田哲徳君） ２の行

政サービスについての⑵の選挙入場券の配布方法

についてのご質問にご答弁を申し上げます。 

  選挙の投票所入場券の配布につきましては、合

併前は旧黒磯市は個人あてに、旧西那須野町及び

旧塩原町におきましては世帯ごとにまとめて世帯

主あてに郵送をしておりました。この配布方法に

つきましては、合併後 初の市長選挙執行の際に、

事務の効率性、経費節減など、行政サービスの向

上などを念頭に置きながら検討をしたところでご

ざいます。その結果、個人あてに郵送することで

現在に至っております。 

  入場券は、発送する直前までの 新の住民情報

を確認して発送をすることから、入場券の電算打

ち出し後から発送するまでに余り時間がないこと、

また、本市の有権者数が約９万人、その世帯数は

約４万500世帯であること、さらに告示日までの

限られた時間的制約の中で、世帯ごとにまとめて

封筒詰めすることは相当の人員を要することと、

あわせて特別な窓あき封筒などの経費がかかるこ

と等々を考慮いたしまして、個人あて郵送とした

ところでございます。 

  なお、郵送料につきましては、13％割引される

バーコードつき入場券を作成いたしまして、郵送

料の節減を図っているところでございます。 

  また、この配布の方法につきましては、他市の

状況なども参考にしながら、今後さらに検討して

まいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 次に、総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 私からは行政サービス

についての３番目の公文書の性別記載欄の削除に

ついてお答えを申し上げたいと思います。 

  公文書の性別記載についての関係でございます

けれども、法令や国・県において性別の記載を規

定していない申請書等の公文書につきましては、

市の判断で性別記載の欄の削除が可能であるとい

うことで、 近見直しを進めている自治体が増加

をしております。 

  那須塩原市が取り扱います公文書も法令や国・

県において規定されているもの、市の条例、規則
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に様式が規定されているものが多いわけでござい

ますけれども、事務処理に影響のない性別記載欄

につきましては、削除が可能なものについて今後

調査し、検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 次に、建設部長。 

○建設部長（君島富夫君） ３番の空き地利用につ

きまして、２点ございますけれども、あわせて答

弁させていただきます。 

  下永田地内の大山公園隣接地は公園の持つ災害

時の避難所、スポーツ、レクリエーション活動の

場、さらには花と緑に触れ合う憩いの場として、

大山公園を拡張するため購入をいたしました。そ

の後、給食センターや保育園建設等の構想がござ

いましたが、現在のところ、まだ未整備となって

ございます。 

  今後は多方面の有効利用につきまして検討させ

ていただきたいと、このように思います。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ここで昼食のため休憩をい

たします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） 今回の３項目の一般質問

は、やはり地域を歩きまして、市民の皆様から届

いた声を代表として質問させていただいておりま

す。 

  まず、福祉行政についてお伺いいたします。 

  まず、先ほど市民福祉部長のほうからの答弁も

ありましたように、次世代法は女性の子育てと仕

事の両立支援策に加えて、男性を含む働き方の見

直しを求めたのが特徴であります。今年の2005年

４月から10年間で国や自治体、企業が行動計画を

つくって取り組むことを求めた時限立法でござい

ます。 

  那須塩原市におきましても、先日、「親と子が

育ちあい健やかにふれあえるまち・なすしおば

ら」の基本理念の実現に向けて６つの基本目標が

設定され、具体的な事業が示されました。子供の

成長を望まない親はどこにもおりません。しかし、

さまざまな事情によって、ひとり親家庭がふえて

いるのも現状でございます。 

  そこで、父子家庭について項目を挙げましたの

で、こちらのほうで質問させていただきますと、

那須塩原市においてのひとり親家庭、また母子家

庭、父子家庭は何世帯で何人いるのでしょうか。

また、児童扶養手当受給者は何人いるのでしょう

か、お知らせ願います。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  まず、那須塩原市のひとり親家庭全体と父子家

庭の内訳ということですけれども、６月１日現在

でございまして、これはひとり親家庭医療費の受

給資格者証の交付対象者ということでご理解をい

ただきたいと思います。 

  ひとり親家庭が全体で998世帯、2,267人でござ

いまして、父子家庭が29世帯、72人となっており

ます。 

  それから、児童扶養手当の受給者数については、

今手元に資料がございませんので、後ほどお答え

をさせていただきます。 
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○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） 今回、ひとり親家庭とい

うか、その中でもやはりちょっと光の当たりぐあ

いが少ない父子家庭に焦点を当てて取り上げてみ

たんですけれども、母子家庭については児童扶養

手当、ひとり親医療費助成、また児童手当も今度

小学校３年生まで拡充されまして、かなりの所得

制限がありますけれども、やはりこのような一応

お手当が出ております。確かに女性と男性では収

入の差は格段あると思うんですけれども、やはり

父子家庭のほうにも母子家庭と同様にその枠を何

とか取り入れてもらえないかな。確かに所得制限

はございますけれども、やはり母子家庭と同様に

父子家庭にも児童扶養手当の受給なんかも何とか

市独自でやっていただきたいと思うんですけれど

も、この点はいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 先ほど市長のほう

からもお答え申し上げましたように、ひとり親家

庭が経済的、あるいは精神的にもさまざまな不安

や問題を抱えているという実態については大変承

知してございますけれども、現状の中で所得制限

を廃止、あるいはそういう点での、いわゆる市単

独で助成するということは現段階では考えており

ませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） 先ほどの人数なんですけ

れども、父子家庭は29世帯の方がいらっしゃるわ

けですよね。やはりいろいろな環境、リストラ、

病気などでややもすると本当に経済的に困ってい

るという、頑張っている若いお父さんもいらっし

ゃると思うんですね。そこを何とかしてあげたい

というのが普通ではないかと思うんです。それで、

市独自でも前向きに、これは取り組んでいただき

たいと思います。 

  次のひとり親、父子家庭ではなく、今は母子家

庭も仕事とかいろいろな面で両立が厳しい状態で

すけれども、そういう中で生活援助もさることな

がら、家事援助が物すごく必要になってくると思

うんですね。そこで、自分の、若いお父さんが仕

事をしながら幼児、また児童を託児所、保育所、

学校に送り迎えしながら仕事に頑張っている姿を

見たときに、一つのこれは提案としてですけれど

も、いろいろな市の中には介護保険事務所がかな

りあります。その中から、週に２回でも３回でも

ヘルパーさんの援助によって、これは１割負担に

なるかこれはわかりませんけれども、自己負担と

して、勤務意欲、また仕事に一生懸命取り組める

環境づくりが大切だと思うんですね。そういう中

で、介護ヘルパーさんの援助を何とか二、三日で

も、どちらかといえば、御飯づくりとか、そんな

ようなものだと思うんですけれども、それがあれ

ばかなり助かるのではないかなと思うんですけれ

ども、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、

私どものＰＲ不足も若干あるかと思いますけれど

も、栃木県の制度として、父子家庭も母子家庭と

同様に利用できる母子家庭等日常生活支援事業と

いうことで、生活援助、いわゆるホームヘルパー

の派遣、あるいは子育て支援ということで、子供

の養育、いわゆる保育ですね、これらの制度がご

ざいます。残念ながら、現在のところ利用実績が

ないんですね。そういうことで、これは県が栃木

県の母子寡婦福祉連合会のほうに事業を委託して

いる制度でございまして、これらの実績がないと

いうことで、大変私どもも残念なんですが、こう

いうことで制度のＰＲは今後十分にやっていきた

いというふうに考えてございます。 
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  以上です。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） わかりました。 

  今後さらにＰＲをして、どんどん利用の方がふ

えてくることを願っております。 

  また、医療費の助成事業なんですけれども、す

べてにおいて所得制限ありなんですね。何とかそ

こを医療費だけでも所得制限の何とか枠をとって

いただけるように、これを各独自で取り組んでい

る市もございますので、確かに多額のお金になる

と思うんですけれども、先ほど市長のほうからも、

今の状態で行くというようなご答弁がありました

けれども、今後そういう温かい配慮も、ぜひ前向

きのほうに考えていただきたいと思います。 

  あともう一つ、この所得制限、一生懸命働いて

いるひとり親の家庭の援助といたしまして、所得

制限ぎりぎりで受給資格が得られないという方々

への配慮は今後市としてどのようなお考えなのか、

ちょっとお聞きいたします。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答えします。 

  基本的に制度としては申請主義ということでご

ざいまして、全体的な対象者については先ほど申

し上げましたけれども、ぎりぎりの線で対象にな

らない方ということまでは、年度ごとによって所

得の額は変わってまいりますし、そういった方に

ついての数については把握しておりませんので、

現段階ではちょっとお答えができないかと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） では、次のファミリーサ

ポートセンター事業についてお伺いいたします。 

  急速に少子化が進展する原因の一つとして、働

く女性が増加しております。仕事と育児の両立の

困難さ、子育てに対する不安感、また負担感が増

大していることが本当の少子化の一番の原因にな

っているということが指摘されております。確か

に核家族化、都市化によって、相互に助け合う関

係が本当に気薄になってきております。そういう

中、都会から越されてきた若いお母さん方の孤立

化、また育児不安からそれが児童虐待へとつなが

っているケースもございます。まして父子家庭に

あっては、隣近所のつき合いも薄いでしょう。こ

のため、育児に関する情報や相談などを含めた地

域での相互援助による支援が今こそ求められてい

ると思います。 

  実際、家事や子育てが女性の方に現在は重くか

かっている状況では、女性の仕事と家庭の両立に

関する悩み、ストレスは強く、働き続けることが

困難であり、障害になっているのも事実です。 

  父子家庭にあっても、学童保育後の子供の世話

はどうしようかと悩んでいる方もいらっしゃいま

す。特に市立保育では応じ切れない、二重保育や

緊急の場合等の受け入れ態勢の整備がもう早急に

求められていると思います。 

  そこで、利用者のニーズ調査を旧西那須野にお

いてはやりましたけれども、黒磯、塩原において

はその状況はどうでしたでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） お答え申し上げま

す。 

  ニーズ調査ということですけれども、先ほど申

し上げました次世代育成支援行動計画を策定する

段階で、現在妊娠中の方、あるいは小学校２年生、

あるいは５年生の子供さんをお持ちの親を対象に

ニーズ調査を実施いたしました。それらについて

は３地区とも調査をいたしまして、それらをもと

に、分析結果をもとに行動計画の中に反映させた

ということでございます。 
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  今後もファミリーサポートセンターの建設とあ

わせてニーズ調査については、これらをもとにど

のような形で再度やるかどうかということも含め

て研究をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

  それから、先ほど答弁を保留しておりました児

童扶養手当の件ですけれども、平成17年５月末で

有資格者が全部で907人でございます。それで、

受給者数が835人でございまして、所得をオーバ

ーしまして停止中の方が72名ございます。 

  以上であります。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） ファミリーサポートセン

ター事業を設立ということを前提といたしまして、

改めて那須塩原市での新たなニーズ調査というの

はお考えでしょうか。また、そのときどのような

対象、また範囲まで広げるのかちょっとお聞きし

たいんですけれども。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（田辺 茂君） 先ほどもお答え申

し上げましたが、データの蓄積として次世代育成

行動計画の前提でニーズ調査をしました、現在妊

娠中の方、あるいは小学校低学年、高学年のお子

さんをお持ちの親からのニーズ調査を実施してい

ますので、まず一つのデータの蓄積はございます。

さらにどういう形でニーズ調査を、果たして実施

するのかどうかということも含めて、今後の中で

研究課題ということでご理解いただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） わかりました。 

  先ほども県内でいち早く取り入れた栃木市は平

成12年から、また宇都宮、鹿沼、今市、佐野、足

利、小山とどんどん設立に向けてみんな努力して

おります。本市においても、やはり依頼会員、協

力会員の協力が得られないとできないことですけ

れども、あくまでも子育て支援の一環として前向

きに全力で取り組んでいっていただきたいと思い

ます。 

  次の行政サービスの広報紙について。 

  確かにこれは３つの市町が、今までの環境が違

うところが一つになるわけですから、いろいろな

支障があると思うんですけれども、この新聞折り

込みになった経緯の中で、これは今まで何年間や

っていたんでしょうか。また、年間の費用とか、

新聞をとっていない方なんかの対応はどうだった

んですか。お願いします。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  黒磯の配布関係でございますが、発行部数で１

万7,880部を配布している形です。事業のスター

ト関係と経過については、大変申しわけないんで

すが、私のほうで詳細を把握しておりませんが、

新聞をとっていない方等につきましては、各地区

の公民館といいますか、または出先の行政の事務

所関係において、それにとりに来ていただくと。

一部は郵送で配布等もしている方もいるという形

で、おおむねカバーはできて、新聞をとっていな

い方もカバーはできているというふうに認識して

おります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） 配布になった、新聞折り

込みになった、今までどういう理由でなってきた

のかということをちょっとお聞きしたいんですけ

れども。あと、何年間ぐらいやっているのか。す

みません。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 
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  企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  開始は57年というふうに、今調べていただきま

した。なぜかという理由ですが、先ほども市長の

答弁がありましたように、情報を一度に、同時に

届ける方法としては、西那須野、塩原地区の回覧

みたいな形であると、 初の人と 後に届く家庭

はそれなりの時間差があると。行事の募集等をし

た場合、早く見た人のほうが有利に働くこともあ

るだろうしということも含め、やはり情報は同時

に伝えるのが平等だろうという観点でスタートし

たというふうに聞いております。 

  それから、経費の点は申し上げなかったかもし

ませんが、約600万円ほどの折り込み費用という

ふうになります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） ただいまの600万は年間

ですか、月ですか。 

○企画部長（松下 昇君） 年間でございます。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） 今回、区長会連絡協議会

あたりでこれのいろいろな調整の働きがあると今

お聞きいたしました。また、これは新聞折り込み

しないのと、また今までの自治会の組織を通じて

やった場合の費用面での比較対象なんかはどうで

しょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  これは仮にという形で、たまたま３地区すべて

折り込みしたらどうなんだろうという数値を一応

設定して計算したのがありますので、一応参考に

申し上げたいと思いますが、前提条件といたしま

しては、折り込み部数に折り込み量を一応24ペー

ジ、ページ数によって折り込み料が違うので、24

ページと試算いたしまして、かつ年間発行回数を

年24回、そういう前提におきまして計算をしてみ

ました。 

  黒磯地区におきましては、一応部数が１万

7,880部、それでその折り込み手数料は24ページ

ですと、すべて同じですが、23.22円。それから

24回掛けて消費税掛けていただきますと、約

1,046万2,000円ほどになります。西那須野の場合

ですと、部数が１万5,550というふうにおきまし

て、計算内容は同じでございまして、約910万程

度。それから、塩原につきましては2,450部と想

定いたしまして、約143万円ほどということで、

３地区合計いたしますと、2,100万弱程度の経費

に年間なるというふうに一応推計でございますが、

見ました。このような形で経費はかかるというこ

とになります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） こういうこともきっと区

長会のほうの連絡協議会のほうでいろいろご審議

があると思うので、そちらは任せるといたしまし

て、３点目の後ろの面に旧西那須野におきまして

は、広報紙の後ろにカレンダーが掲載されてあり

ました。やはりそれは住民の皆さんがいろいろな

ところに張りながら、きょうは何だな、あしたは

何だなというのを見てきてやっていたので、どう

してもそういうのになれているので、やはりちょ

っと不便の声がかなり聞かれております。確かに

３市町を一つに乗せると、それこそ虫めがねで見

るような文字になってくると思うんですけれども、

やはり那須塩原市としてのメーンの行事、またそ

れら催し物なんかが一つのところにあればいいの

ではないかなと思っております。後ろに今赤ちゃ

んのかわいい写真が載っておりますけれども、別

にそれを悪いと言っているわけではないんですけ
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れども、それは企画課の人たちの腕次第で、何と

かカレンダーを後ろに載せてもらえないかという

声がちょっと多かったものですからお伝えしたん

ですけれども、今後この件に関してはいかがでし

ょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  私個人的にも地域に戻りまして、いろいろなそ

の話も広報について聞いてございます。確かに親

しんできたという経過もございますし、確かに行

事を把握しやすい、市の動きがわかりやすいとい

うようなご指摘も受けています。 

  それでもってではありませんけれども、内部で

どういうふうな形で載せればわかりやすいのかな

というような試作版等も今現在研究をしておりま

す。ですから、全くやる気がなくて研究していな

いということではございませんで、１ページで無

理なら２ページの中で、かつある程度の大きなも

のだけを載せるかと、そういう研究も今やって詰

めておりますので、うまい方法で、ページ数をど

んどんふやしていくというのは、また経費の問題、

また余り厚くなると読んでいただけないというこ

とも起きますので、その辺のバランスをとりなが

ら、また一方で記事が少し地区別では足りないと

かといろいろなご要望等も全部入れながら検討し

ているものですから、若干、カレンダーの実現に

つきましては少し時間をいただきたいと思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） それでは、少しでもいい

方向に持っていかれるようによろしくお願いいた

します。 

  ２点の選挙の入場券なんですけれども、一人一

人の配布のほうが経費がかからないということは

知りませんでした。ただ、これは１件、１人ずつ

やるとなくしてしまうのではないかななんていう

ような心配もありますけれども、この問題はこち

らのほうが安いということでわかりましたので、

次に移らせていただきます。 

  公文書の性別記載欄の削除なんですけれども、

先ほど検討するというお答えをいただきました。

これは旧西那須野町でも一般質問いたしましたし、

黒磯のほうでも一般質問していると聞いておりま

すけれども、やはりこれから検討するということ

は、今までは検討していなかったんですか。もし

くは、何か所か、例えば削除の件がありましたら、

お教えお願いいたします。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） それでは、再質問にお

答えをしたいと思います。 

  旧黒磯市の時代でございますけれども、実際に

調査を実施いたした経過がございます。その時点

では、約140項目にわたるこの記載欄というふう

なものが出てまいりました。その中で、対応を図

りましたものが３件ほどございます。これについ

ては記載欄の削除を行ったという経過がございま

した。 

  本来であれば、やはり合併協議の中でこういっ

た問題についても対応を図っていくというふうな

ものが妥当であろうとは思いますけれども、この

辺のところはちょっと事務が中断をしておったと

いう状況にございます。 

  今後全市的にこういった調査を再度実施いたし

まして、対応を図ってまいりたいというふうには

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） ６月に入ってからの下野

新聞の性同一性障害の県内初めての性別変更が認
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められたという新聞をきっとごらんになった方は

いらっしゃると思うんですけれども、人数は少な

いですけれども、その性同一性障害者の方々が普

通に暮らせる社会環境の整理に各自治体も、本当

に可能な限りの性別欄の廃止に踏み切っておりま

す。やはりこれは他人事でなく、自分を大切にす

ることと同じくらいに大切なこととして違いを認

め、お互いを尊重する心をみんなで持てば、だれ

もが自分らしく幸せに生きていけるのではないで

しょうか。 

  こういう今まで認められたという、女性が男性

になるわけですけれども、その10年間という間は

どんな思いをしてきたかと思うと、それは私たち

にはなかなか理解できないと思うんですけれども、

いろいろな面、就職面、いろいろな面でやはりど

うしても足が閉ざされてしまうということが書い

てありました。 

  選挙入場券なんですけれども、これに関しては

今後いろいろな項目を検討するとありましたけれ

ども、ぜひともこれもやっていただきたいものの

一つなんですけれども、選挙入場券に関してはい

かがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（織田哲徳君） お答え

をいたします。 

  投票所の入場券の性別欄につきましては、男女

別の投票率の集計が義務づけされているというふ

うな観点から、その事務処理等に性別欄を活用し

ているところでございます。 

  社会的なそういうふうな性同一性障害等の問題

もある中で、この入場券の性別欄につきましては

全国的なそういうふうな中で見直しがされる傾向

にございます。そういうふうな中で、今後におき

まして、当委員会におきましても、早急に投票事

務の中で支障のないような指標の中、いわゆる性

別欄が符号とか記号とかというふうなものに置き

かえて、そして投票事務に支障のないような形の

中で削除をしていくというふうなことで検討して

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） さらなるご検討をよろし

くお願いいたします。 

  ３項目めの空き地利用の件なんですけれども、

これはここにも、 初の質問にものせましたけれ

ども、 初いろいろな避難所とか大山公園拡張の

ために買ったとありましたけれども、もう８年が

過ぎたんですけれども、ごらんになっていただけ

ればわかるんですけれども、大山の戦没者慰霊塔

のわきにちょっと立派なトイレがあって、砂利の

敷地があって、その隣が約1,000坪近くあるそう

なんですね。そこはちょっと今、例えば避難所に

しても草はぼうぼうですし、ちょっと管理が行き

届いていないなと思うんですけれども、例えばこ

れは今いろいろなすべてにおいて経費節減という

時代ですから、いろいろな新たな施設をつくると

いうことは、これは難しいと思うんですけれども、

近隣に住む若いお母さん方から、やはり公園がな

いからちょっと寂しいなんていうような声も届い

ております。それで、特別なものをつくるのでは

なくしても、今の荒れたあれを結局草を刈るなど

してちょっと砂利で敷地を整備すれば、本当にち

ょっとした駐車場のスペースもできますし、ちょ

っと親子が遊べるような施設もできるのではない

かと思います。 

  慰霊塔のところで慰霊祭があるんですけれども、

ほんの五、六台しか、砂利がちょっと整備されて

いないので、駐車場もない状態です。 

  今後これに関しての活用の方法をお伺いいたし

ます。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 
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○建設部長（君島富夫君） 答弁をいたしたいと思

います。 

  議員ご指摘のとおりでございまして、私も現地

を見させていただきました。現在、草が生えてい

る状況でございまして、その中では木を約40本ほ

ど植えて植栽をしてございます。 

  いずれにしましても、町の中にある空き地、そ

して大山公園に隣接するという中では、ご指摘の

ように公園として整備をして、市民の皆さんの憩

いの場になるように今後内部で検討させていただ

きたいと、このように思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） ただいまの40本木が植え

てあると言うんですけれども、それもほとんど雑

草でどこにどれがあるかわからない状態なんです

ね。やはりそこを市民のために開放するために、

一日も早い対応をお願いいたしたいと思います。 

  もし市長もご実感がありましたら、ぜひ足をお

運びいただいて、現地を視察していただきたいと

思います。 

  これで私の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 以上で10番、平山啓子君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 君 

○議長（髙久武男君） 次に、21番、山本はるひ君。 

〔２１番 山本はるひ君登壇〕 

○２１番（山本はるひ君） 皆様、こんにちは。 

  本日 後の質問になります。そろそろ眠くなる

時間ではありますけれども、きちんとした質問を

していきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  それでは、通告に従い、市政一般質問を行いま

す。 

  私は、３月の議会で、行政のスリム化と市民サ

ービスの向上についてお尋ねをいたしました。そ

のときの答弁を踏まえて再度質問していきたいと

思います。 

  栗川市長は３月議会の答弁で、この合併で自立

して行政運営ができる基盤が整ったと話されまし

た。そして、合併によって行政サービスの低下を

招かないような体制として、総合支所方式を取り

入れた。その結果、合併と同時には組織のスリム

化は達成できなかった。よって、今後組織を見直

し、再編成を行っていかなければならないと考え

ている、そのようにお答えをいただきました。 

  また、総合支所方式をとったことで、住民サー

ビスの低下は 小限に抑えられた。ただし、職員

が減るということはなく、組織は複雑になってし

まったと思う。今後、総合支所方式をとった先進

地を参考にしながら、いい計画を立てていきたい

と当時の部長からお答えをいただきました。 

  そこで今回は、市の組織と行財政改革について

４つのことをお尋ねいたします。 

  まず１つ目は、総合支所方式に問題点はないの

か。住民サービス向上と事務の効率化の観点から

お答えください。また、今後それを見直す考えは

あるのかどうかお伺いいたします。 

  次に、２番目として、行財政改革をする上で、

行財政改革懇談会を設置することのことですが、

なぜそのような懇談会が必要なのかお伺いいたし

ます。 

  ３番目に、今年度から行政評価システムを導入

するために業務委託をすることのことです。それ

はどのような内容のものなのかお聞かせください。 

  ４番目です。那須塩原市になってからの市の職

員の残業の状況をお伺いいたします。本所と３つ
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の支所について課別に残業時間はどれほどになっ

ているのかお伺いいたします。また、現在タイム

カードのない中で、職員の仕事の時間をどのよう

に把握していらっしゃるのかお尋ねいたします。 

  大きな質問の２番目です。それは公民館につい

てです。 

  公民館はそれぞれの地域の住民の生活に沿った

学習、文化、スポーツ、レクリエーション、ボラ

ンティア、そして地域づくりやまちづくりなどの

活動を支援するところです。今、市内には市が運

営する公民館と地域で自主的に運営する自治公民

館がありますが、きょうは主に公立の公民館につ

いてお尋ねいたします。 

  １つ目は、旧黒磯市と旧西那須野町、旧塩原町

のそれぞれの公民館はその地域での位置づけに違

いがあったと思っています。合併して半年たった

今、その公民館の状況をお聞かせください。 

  次に、生涯学習や地域活動の拠点としての公民

館が今現在のままの体制でいいのかどうかお伺い

いたします。 

  後の質問になります。公民館の中にある図書

についてです。 

  公民館にある図書室は市の図書館の分室と位置

づけられています。今それがどのような考えでど

なたが本を選んでいるのか教えてください。また、

利用状況はどうなのか、ふえ続けていく図書につ

いて今後どのようにしていく予定かお伺いいたし

ます。 

  以上で 初の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君の質問

に対して答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 21番、山本はるひ議員の市

政一般質問にお答えをいたします。 

  市の組織と行政改革についてお答えをいたしま

す。 

  那須塩原市の組織機構は、合併に当たっては、

住民サービスの低下をさせない、住民の混乱を招

かない、これらのことを第一義に総合支所方式を

採用したものです。３市町それぞれの組織機構で

長い間やってきたので、ある意味では発足間もな

い組織機構ということであります。 

  しかしながら、行政運営をするに当たっては、

事務の効率化の観点から、それぞれの支所が並列

であることによる弊害はないか、事務の効率化に

よる住民サービスの低下の問題はないか、こうい

ったところの点検作業が当然必要になってくると

考えております。具体的には、合併協議での総合

支所方式を尊重しながら、支所で行う業務の範囲

や本庁事務に集約する体制の整備について、あわ

せて勉強させていただき、改善できる部分は逐次

改善をしてまいりたいと考えております。 

  次に、行政評価システム導入の業務委託内容に

ついてでございますけれども、行政評価は行財政

改革の一環として導入したものですが、実効性の

ある制度とするために、政策目的体系、政策、施

策、事務事業に沿って事務事業評価から導入する

ものであります。 

  委託の内容といたしましては、幹部職員等を対

象とした研修会を初めとして事務事業評価単位の

設定、評価票の設計及び記入マニュアルの策定、

さらにモデル事業評価を通した事務事業担当者研

修及び評価指導点検会等を実施する予定でありま

す。 

  以上のほかにつきましては、企画部長、総務部

長、教育部長から答弁をいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 私のほうからは、１番

目の⑵にあります行財政改革懇談会の設置はなぜ
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必要なのかという点につきましてお答えを申し上

げます。 

  本市におきましては、17年度中に行財政改革大

綱とその実施計画であります改革プランを策定し、

公表する予定であります。行財政改革の懇談会は

大綱の策定と行財政改革の推進についての提言を

求めるために設置するものでございます。 

  大綱の策定や今後その大綱に基づき進める行財

政改革は、市民の方々への影響が多大であると想

定をしてございます。 

  そこで、行政の外からの多様な意見を集約し、

大綱の策定や改革の推進に取り入れていく仕組み

が必要となってきております。 

  懇談会は学識経験者のほか、各種団体の代表者

や公募市民を委員に委嘱いたしまして、市民の声

が反映できる組織としていく予定でございます。 

  なお、懇談会の委員数は15名以内と想定をして

ございますが、なるべく女性の登用についても配

慮してまいりたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） それでは、職員の残業

時間についてのご質問がございました。 

  まず、残業時間数を課別にというふうなお話で

ございましたが、課別にお答えをということにな

りますと、かなりの時間を要してしまうことにな

りますので、今回１月から３月分につきましては、

旧３市町の財政システムをそのまま引き継いでき

ております。そんな関係から、３市町の単位で、

また４月から５月、この２カ月につきましては、

本庁と３支所ごと、システムが変わりましたので、

このまず合計時間数でお答えをさせていただきた

いというふうに思います。 

  １月から３月まで旧黒磯市で申し上げますと、

総体的には１万6,095時間、旧西那須野町１万

6,735時間、旧塩原町4,659時間となっております。

続いて、４月、５月分でございますが、那須塩原

市本庁が6,141時間、黒磯支所6,365時間、西那須

野支所6,274時間、塩原支所2,272時間ということ

になります。 

  続きまして、職員の仕事の時間管理ということ

でございますが、服務規程に基づきまして行って

いるところであります。具体的には、職員に対し、

出勤時に出勤簿に押印をいたさせます。休暇や出

張等の場合は、事前に休暇の承認、あるいは旅行

命令により管理を行っているところであります。

また、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させる

場合でありますけれども、その内容を時間外勤務

命令簿に記入をすることにより、職員に対し時間

外勤務命令を行っております。 

  これらにつきましては、いずれも所属長の適正

な管理のもとに行われているということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） ２番の公民館につい

てお答えをしたいと思います。 

  初に、１番、２番の公民館の位置づけ、現体

制でいいのかという部分であります。この２つに

つきましては関連がありますので、あわせてお答

えをいたします。 

  合併前の旧市町における公民館については、各

市町とも公民館の整備、充実に取り組んでまいり

まして、ほぼバランスよく配置されているという

ふうに思います。 

  地域とのかかわり方をどう進めていくかという

方法の点で課題や改善点が残されておりますけれ

ども、生涯学習や地域活動の拠点としての公民館

が地域の特色を考えながら各種事業活動に取り組

んでおります。 
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  さらに、安全、安心なまちづくりの拠点として

も公民館の役割は大きいものと思いますので、公

民館活動の本旨と地域性を考慮して、全体的に調

整してまいりたいと考えております。 

  続きまして、公民館の図書についてであります

けれども、図書館の分室として市内公民館に10分

室を設置しております。公民館の要望を取り入れ

て 終的には図書館が選書をしております。蔵書

数は分室全体で８万2,000冊となっています。約

11万8,000冊の利用があります。今後は現在の図

書館のシステムの活用により、市民の利便性を図

ってまいりたいというふうに考えております。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、再質問いた

します。 

  まず、総合支所方式に問題点があるのかないの

かということについてなんですが、住民サービス

を考えたときに、その事務の効率化のことの関連

で、サービスの低下につながっているようなもの

があるようなないような話だったんですが、今、

市のほうでこの総合支所方式をとったことによっ

て、実際に事務の効率化の観点から何か問題があ

ったことがあれば教えていただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 何か問題点という話で

ございますが、各支所の担当課等は並列の状態で

あります。それを調整するために調整班があるわ

けなんですが、現在のところ、まだ各支所に、例

えば建設部でもそれぞれの企画立案するというよ

うな支所もあります。これは並列な状態でありま

すので、那須塩原市として対外的にも、また全体

をまとめるときにもなかなかリーダーシップを明

確に発揮されておりません。取りまとめは黒磯支

所がやると。取りまとめという発想で全体ができ

ておりますので、リーダーシップをとって全体を

指揮統制していくという発想には至っていません

ので、大変、要望するときに全体をまとめるのに

時間もかかる、そういうような弊害は感じており

ます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 大変大きな問題を今い

ただいたような気がするんですが、まず、並列で

あって市としてリーダーシップをとるところがま

だちゃんとしていないというのは、とても新市を

これから動かしていくのに対して大きな問題だと

思います。 

  私ここでお尋ねしたいんですが、この席にそれ

ぞれ市の上のほうの幹部の方たちがいらっしゃい

ますので、私は４つの調整班があって、私はその

調整班というのが支所、それぞれ並列である支所

の取りまとめをしているのだと思っていたのです

が、今のお答えではどうもそうなのかそうでない

のかちょっとはっきりいたしませんでしたので、

そちらのほうに調整班の班長さんが４人いらっし

ゃいますので、大変申しわけないかもしれないん

ですが、現場で実際に生活環境、それから市民福

祉、産業観光、建設それぞれの調整班の班長さん

が大変経験もいろいろおありと思いますので、６

か月、皆さん６か月だったかちょっと忘れました

が、今やっていらして、調整班があることに意義

があるというようなずっとお話でしたので、どん

なことを実際にやっていらして、それがあること

によって、３つの並列した課のものをまとめるも

のにどのぐらいの力が発揮できているのか。４人

の方のそれぞれのお言葉でお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） ご希望は各調整班長へ
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という直接のお尋ねだと思いますが、それぞれ担

当で答えるもので成果があったかどうかわかりま

せんけれども、本会議においては、一応部長がま

とめて答えているのが慣例でございましょうから、

私どもも各調整班のお話も聞いておりますので、

代弁する形で先ほど少し触れさせていただいたわ

けです。私個人のところのほうは調整班はありま

せんので、そういう調整班の方々に聞いた形で、

調整班の業務の中は調整に関する、企画立案に関

することというのは、確かに書いていない領分に

なります。ですから、それを調整はもちろんする

わけですからリーダーシップはとれるわけなんで

すけれども、なかなかまだ合併をした中でも調整

がつかなかったものが、一気に合併したから、調

整班長ができたから、すぐにもう簡単にまとまる

というわけには、それはまとまるものだったら、

合併までにまとまっていたわけでございまして、

なかなかまとまっていないのも現実です。ですか

ら、その辺につきましては、市長が申しましたよ

うに、逐次できるところから改善をしてくいとい

うのは、その意味を持って検討はしていきたいと

いうふうに思っておるわけでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） せっかくこの場にいら

っしゃりながらお答えをいただけないのは非常に

残念なんですが、調整班というのは、そもそも合

併をする前の段階からいろいろ私なりに聞いてい

たり、合併協議会の中でもお話は伺ってはいたん

ですが、６か月たってまだ何も見通しが立たない

ような調整班というのは何なんだろうなというふ

うに感じます。確かに３つの組織が一緒になって

大変なのはわかりますが、そういうすり合わせを

するのが合併協議会の場であったんだろうし、調

整班がいつまで置かれるのかというような質問の

中でも、いつまでとは言えない、調整が済むまで

だというようなお話でした。 

  けれども、実際４つの調整班、私は全部わかる

わけではないんですが、何となく、調整班がある

がために、市の職員の人たちの仕事が煩雑になっ

ていることがなくはないような気がいたします。 

  それで、先ほどのお答えの中で、県に要望する

ときも、何か一本化していないような話でしたが、

少し遅いのではないでしょうか。確かに簡単には

できないことだと思いますが、市はどんどん動い

ていっているわけですし、市民サービスというも

のも１年たってできればいいというものではない

ですし、市の計画を立てるものであっても、この

時代にあって10年スパンで物事を考えていく、そ

の間に物は変わってしまうわけです。そうすると、

そのために調整班があって、いろいろな３市町の

すり合わせのできなかった部分をすり合わせ、あ

るいは一本化できなかったものを何とか一つの形

にしていく、そのために調整班に調整班長がいて、

その下に人が２人なり３人なりいて、そのほかに

各支所に課長がいて補佐がいてというシステムに

なっていて、もう一度組織、調整班の役割という

ものが、どこがどうやって取りまとめて、市とし

て新市の計画を立てていくかについて、もう一度

お伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えをいたします。 

  それぞれ、確かに調整班は名前のように調整を

することを中心に、合併直前ということで、調整

することがたくさんあるだろうということで調整

班として、それだけの人員しか張りついていませ

ん。いろいろな分野を企画立案していくには、か

なりのスタッフが必要となっておりますので、実

際には調整班にはそれだけのスタッフは十分に備

えていません。ですから、那須塩原市としての新
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たな企画をしていく部分には調整班はなかなか難

しい存在だというふうに、それは認識しておりま

す。 

  ただ、対外的に、全く不統一で支所がそれぞれ

いろいろな情報を発信しているということはあり

ません。それはどこでも調整班が統合をして、県

に補助金要望等、いろいろ事業要望、それからま

た県からのいろいろな照会に対しての回答等も、

それはすべて調整の段階でできますので、調整班

が機能しているというふうに思われます。 

  ただ、企画立案のメンバーがどこかに１か所に

いたほうが３つをまとめるというんですか、３つ

がばらばらに発想して持ち寄るという方法も物に

よってはあるでしょうけれども、市一本化で発想

して、それぞれ指示をして動かしたほうが早いも

のも当然出てくるわけです。その辺の調整班の機

能は明快に役立っているかと言われますと、少し

問題点もあろうから、その内容につきましては、

逐次というのは、何年もたってという発想ではご

ざいません。今も認識しているわけですから、問

題点についは。それは早晩、解決していくための

微調整等はすぐにもできますので、やってもらた

いと思いますが、なかなかすぐに半年たったから、

すぐ組織をつくって人事異動と、こういうわけに

も、なかなか行政は継続して動いておりますので、

そこまではできませんが、年度年度の中で対応し

ていけるようなスケジュールでは、今後していき

たいというふうに思っています。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 私の理解の仕方が悪い

のかもしれないんですが、今、企画立案する力が

調整班にはないみたいなふうに聞こえたんですが、

それでは、例えば生活環境部で何かをしていくと

きに、その企画をするのはどなたがしていくんで

すか。実際その仕事をしていくに当たって、物事

を決めていく、こういうふうにやっていこうとい

うふうなことはだれがどこでどういうふうにやっ

ているのか。ちょっとやはり調整班、私としては

調整班に班長さんがいて、その下に人が２人とか

３人いて、確かに人数は多くはないかもしれない

んですが、現場は３人ぐらいで動かしているとい

うことであることを考えれば、そしてそのほかに

課長がいて課長補佐がいて、もちろん部長さんも

いらして、それで何か企画ができないのか、人が

足りないからって、何となく腑に落ちないんです

が、もう一度説明お願いします。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） なかなか議論がかみ合

わないようでございますけれども、各部のマネジ

メントはすべて各部長が責任を持ってやっていた

だいていますから、どれがまとめるんだという話、

企画立案をしてまとめるんだと、まとめるという

発想では、それは各担任部長、これがまとめ、そ

れを指示して各班長、それから各庶務課長に指示

をしてまとめていくというのがシステム上のルー

ルになるかと思います。 

  私が先ほどから言っているのは、調整班が少な

いから何も企画できないという意味ではなくて、

それぞれいろいろな仕事がありますから、たった

３人、４人でその生活環境部門の全市のすべてを、

すべてというのは大げさな言い方ですが、いろい

ろな分野を企画立案していくのは大変なので、そ

れぞれ地域の、いわゆる支所で企画立案する。そ

の支所の範囲というのは、自分のエリアという、

どうしても感覚でとらえますから、それを３つ集

めて調整をするという話にどうしてもなってしま

う。そういう中で、主体的に積極的に調整班が企

画立案していく、いろいろな分野にですね。この

分野だけは調整班に任せますよということでやっ

ている分野はありますけれども、すべてを自分ら
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で発動して、 初の突破口として調整班がいろい

ろ先行していくのはスタッフが足らないといった

意味で、すべてにおいて何もやっていないという

意味ではございませんので、ちょっと補足させて

いただきます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） そうしますと、例えば

生活環境部というところを見たときに、部長さん

がいて、その下に調整班の班長さんがいて、そし

てその下に３つの支所の課長さんがいらしてとい

うふうな縦の関係だというふうに考えてよろしい

んですか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 各支所が並列だと言っ

たのは、トップに部長がいて、その下に調整班が

いると。調整班から直接支所の課長が命令を受け

るとか、そういうのはちょっとニュアンスが違う

部分があるかと思いますが、当然にその下に、下

にという言い方が合っているかわかりませんが、

調整するために中間に調整班が入っているという

考えです。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 何となくわかりました。 

  私が思うのに、そういうことであるならば、実

際の例えば４つの調整班の人たちは現場のほうに

入って、それぞれの仕事をしたほうが効率がいい

のではないかなというふうな印象を受けます。そ

れはそれがいいとか悪いとかではなくて、やはり

私から見ると、この組織の複雑さというか、余り

スリム化しなかったというところの原因が何だか

たくさん、縦に物が多くなって、そして先ほど

初のお話で、各支所は並列だけれども、でも、そ

の取りまとめは黒磯がするみたいなことでしたし、

そうすると、並列でありながら何だか並列でない

という形で、黒磯の支所の人たちがもしかすると、

大変になるのではないかな。私は、それを調整班

の方たちが何か調整をしてやっていくのかなと思

ったんですが、そうでもないようですし、いつま

で置くのかもはっきりしないようですので、やは

り職員の人たちはそれでうまくやっているのかも

しれないですが、少しうまくいかないようなこと

も聞いておりますので、ぜひその辺のところを職

員に混乱の起きないように。 

  前にも、３月の議会にも申しましたが、職員の

ほうで混乱が起きたり、非常に仕事がしにくけれ

ば、市民へのサービスは低下します。それは確実

なことだと思いますので、そのようなことがない

ように、ぜひやっていただきたいと思います。 

  次に、見直す考えはあるのかどうかということ

に関して、３月のときにはまだ始まったばかりな

ので、組織そのものを変えていくことはできない

んだということでしたが、例えば今６か月やって

みて、課の中の編成とか、あるいは係の置き方な

どについて、やはり不都合なところがもし、ある

かどうかわからないんですが、そういうものにつ

いては、例えば４年間変える気はないんだとか、

あるいは変わるのであれば、変であれば来年でも

変える必要というか、そういう考えがあるのか、

その辺のところをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 結論から申し上げれば、

悪いものはすぐにも解決していく必要があるとい

うふうに思っています。 

○議長（髙久武男君） ここで10分間休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時０９分 
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○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 組織の話なんですが、

合併する以前から市の女性団体とか、それから県

の団体が男女共同参加に関しての担当をきちっと

した形でつくるべきだというような要望を出して

おりました。先ほどの答弁の中に、男女共同参画

の考え方というのは、市民と行政が連携をもって

共同して、一体となって取り組む必要があるもの

だというふうに部長がお答えになりましたが、と

いうことからすると、生活環境部の中の一つの生

活係の中の事務というふうになっているそのシス

テムというか、そういう形になっているというこ

とが少し矛盾するような感じがいたします。それ

について、組織を変えていくというような考えが

あるのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 全体の仕事を動かして

いく中で、男女共同参画関係は確かに全庁のいろ

いろな分野のことをまとめていくという作業はも

ちろんあると思います。そうすると、そういう発

想だけで、総務部とか企画部全体を見ているとこ

ろではなくてはまずいだろうという発想で物をお

っしゃっているのかどうかわかりませんけれども、

そういうことではなくて、それぞれ分担しても横

の連携をとりながら、また調整班もありますし、

企画調整のための庁内の会議もありますし、それ

から庁内のそういう男女共同参画社会関係を推進

していくための組織等もありますので、それぞれ

の分担が分野分野で担当しても、何ら私は支障は

ないと思います。それでないと、頭でっかちの組

織で、あとは総務、企画以外は小さな実行部隊と

いうような発想になりがちですから、それぞれ分

担をして責任を持ってやっていただくということ

で現在は生活環境部に、今おっしゃった事務分担

をしていただいているというふうに考えておりま

す。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） そういう発想だと、別

に私は企画とか総務に男女共同参画を必ず入れろ

というふうに言っているのではなくて、それはも

ちろん今の栃木県の中ではそういうところもあり

ますし、そうなんですが、この那須塩原市に関し

て言うと、例えば生活環境部の中にあったとして

も、せめて男女共同参画担当というような名前は

やはり出していいものだと思うんです。組織図を

見たときに、やはりきちっとした名前が出ている

ということは、それだけ重く物事を考えていると

いうことだし、名前がなくて事務の一つだという

ことは、それだけの軽さしかないというふうに、

やはり物事というのはそういうものだと思います。

那須塩原市の組織を見たときに、男女共同参画担

当というようなものが一つもないというのは、や

はり11万5,000の都市としては、どこを見てもそ

ういうところはございませんので、やはりおくれ

ているなというふうに正直感じます。 

  ですから、そういうところがあるということを

私は市長さんと話をしていて、認識をしていらっ

しゃるとは思っていたんですけれども、全市的に

そういうふうには今はならないということで、ぜ

ひこれは、もし組織を小さいところで変えていく

ことができるのであれば、ぜひ来年度にでも担当

をきちっとつけていただきたいと思います。 

  今、男女共同参画の条例をつくろうとしている

ときに、これではうまくいかないのではないかな

というふうに感じますので、その辺もう一度、市

全体の問題なんだという認識を持ってやっていっ
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ていただきたいと思うんですが、その辺はいかが

ですか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 今のご意見につきまし

ては、ご提言ということで、我々も今組織の検討

をもちろん内部でしておりますので、ご提言とし

て扱わせていただいて、検討させていただきます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。よろし

くお願いしたいと思います。 

  もう一つ、これは希望というか、何と言ってい

いかよくわからないんですが、総合支所方式その

ものを多分変えるということは難しいことだとは

思うんですが、現実に今新しい庁舎をつくること

については、多分この間のご答弁だと４年の間に

はないと。10年ぐらいの間にはあるけれどもとい

うようなことでしたので、そうすると、今のこの

ままの組織で人がこういうふうな形でいると、黒

磯の庁舎だけがとても込み合っているというふう

に思います。それで、西那須野の庁舎のゆったり

したことを考えると、総合支所方式という方式を

崩さない形で、もっと事務を分散することができ

ないのかなというふうに感じるんですが、その辺

についてはどのように考えていらっしゃいますか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） その辺につきましては、

ここで、合併協定で３支所方式になっていますし、

今の発想は分庁舎方式に近いようなイメージもあ

ります。それとのうまい組み合わせでという発想

のご提言みたいなご意見だと思います。もちろん

いろいろな方策を考え、要するに住民が、那須塩

原市の市民が、一番これでいいよという方向に持

ってくのが我々の仕事ですから、一たん決まった

らもう動かしませんよというのはしているつもり

はありません。ただ、今、私がここでご提言のと

おり、そう分散をすれば、ここが少しあきますね

と、そういうような単純にはちょっとなかなかい

きませんので、事務の流れの中で、 終的にそう

いう判断がもし出たとすれば、議会等に諮って、

住民代表の皆様であります、そういうところの話

をよくすり合わせしないと、そういうやりますと

かやらないとかという発想はできませんし、お答

えもできませんので、きょうのところはそういう

発想の方もいらっしゃるということで承ったとい

う段階にさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） その辺は多分簡単にで

きることではないと思うんですが、やはり建物が

あって、片方がとてもあいていて、片方が込んで

いるというような現実を見ると、何かうまい方法

でもうちょっと事務がやりやすい、あるいはそれ

がまたサービスの低下にならない方法でできない

ものかというふうにずっと考えておりますので、

その辺は検討いただきたいと思います。 

  次に、行財政改革懇談会の設置についてなんで

すが、前にも説明をいただいたんですけれども、

私はそれ自体をすることがいいとか悪いとかでは

なくて、15人の委員さんの中で、学識経験者とか

団体の代表の人を入れて、住民の声を反映したい

ということなんですね。今までいろいろな市の懇

談会とか懇話会とか何とか委員会というのも、大

抵そういう形で学識経験者と団体の代表と公募の

委員というふうにやっているんですが、どうも学

識経験者というその範疇というものがはっきりし

ないような気がします。私は行財政改革というこ

とであるならば、そういう行政とか財政とかの専

門家の人たちが入らないと、学識経験者にはなら

ないと思いますし、団体の代表ということも、先

ほど女性も入れたいとおっしゃいましたが、女で
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あればだれでもいいということでもないですし、

その辺、15人の中に、特にこれは大きな市の大き

な問題というか、大きなことを考えていくための

懇談会のようですので、その基準といいますか、

できるだけそういうことに関する専門の知識を持

っているなり、きちんと物事を考えられる人を選

んでいただかないと、形だけのものになってしま

うというような懸念があります。 

  その辺を学識経験者というのをこの行財政改革

懇談会についてはどのような人ということを考え

ていらっしゃるのかお尋ねいたします。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  従前３市町の条例や関係等を私もたびたび今ま

で見てきましたけれども、学識経験者の用語の定

義がまちまちでありまして、確かにある程度、ち

ょっと知っていれば学識経験者という範疇で選ん

でいるような嫌いもあったものもあります。 

  今の用語の使い方は、一般的に知識を有する方

の場合は識見を有する者、学識経験者といった場

合は、端的に言えば大学の教授なり、その方面だ

けをやっているコンサルの先生方とか、そういう

ような意味合いで今扱うようにしています。です

から、今回の学識経験者につきましては、できる

ことならば、専門の分野を学んでいる教授、助教

授あたりを何とかお願いできないかなと。それだ

けこの行財政改革は非常に厳しいものだと私ども

は認識しておりますので、活発にその中で議論を

していただきたい希望もありますので、そういう

形で選ばさせていただきたい。 

  これは相手のあることですので、ちょっと今こ

こでどこの大学の先生にお願いするとかはこれか

らの話ですので。今、下準備はもちろん、これは

内部では仕事としてはやっております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） ぜひそのような形で選

んでいただきたいと思います。 

  それから、団体の代表ということに関しては、

多分市内の団体ということになると思うんですが、

それに関しても、今までのいろいろな委員会とか

審議会、懇談会などの代表というのは、やはり何

となく年齢的に上の人が多かったような気がしま

す。それは当然会の代表ということになると、30

代とかというのは入らないことが多いですけれど

も、公募の委員の中でそれを選べばいいという形

もありますが、ぜひ、若ければいいということで

もないんですが、これからのまちづくりをしてい

くためには、今のいろいろな立場のいろいろな年

齢の人が物事を考えていくほうがいいので、その

辺のバランスもとっていただいて、団体を選ぶ際

には配慮をしていただきたいというふうに思って

いますが、団体についてはどこから選ぶというよ

うな考えがあるんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  団体について、現在のところどことどこという

ふうな形で明快には決めておりません。ある程度

全市を網羅するような団体は幾つか選ばなくては

ならないというふうに考えてはおりますが、どこ

についてというような話はまだ内部で固めており

ません。 

  あともう一点、年齢とかそういう問題ももちろ

ん選ぶ中には加味して、よく市長とも相談しなが

ら選んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。 

  次に、行政評価システムについてなんですが、

昨日の一般質問の中でもその辺が出ていたんです

が、どうも行政評価システムというのは、市の職
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員の意識の改革のところが一番の問題なんだなと

いうふうに感じました。 

  これは私がちょっと聞き漏らしたというか、聞

き違えていたのかもしれないんですが、17年度か

ら19年度にかけて導入するというようなふうに聞

いた覚えがあるんですけれども、それはそういう

ことなんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） 今のご質問のとおり、

予算書のほうを見ていただきますとわかりますが、

17年から19年度で1,600万の継続の事業だという

ことでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） これを業務委託すると

いうことで、これから委託業者を選ぶということ

だったんですが、昨日たしか、成功事例を持って

いる業者を選びたいというような、多分お答えが

あったと思うんですが、この行政評価システムと

いうのは、どういうふうな形でこの業者を選んで、

そして運用していくというか、やっていくのか、

もう少し具体的に教えていただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  いろいろなコンサルタント、それからそういう

分野がたくさんあって、今はこの行政評価をやっ

ているところが結構あるように聞いています。 

  ただ、システムででき上がって、どこかのやつ

をまねして、要するに帳票等はそっくりまねして

やっていけば、形だけではできるようでございま

す。私もいろいろな文献、たくさん読んだわけで

はありませんけれども、それなりに勉強したとこ

ろ、いろいろなやり方があると。その中でも表面

だけやって、一応おざなりになっているところも

散見します。 

  私どもはやはりこれからはもう評価の過程もな

るべく住民の方に開示しながらしっかりやってい

きたいと思っていますし、それが予算編成とかい

ろいろなものに生かされるような体制でやってい

きたい。また、職員のほうもしっかりした考えを

持って日常業務に当たられる、そういうところに

まで影響するような行政評価システムに仕上げて

いきたいと思っています。 

  ですから、今の業者選定は予算が通ってからの

話に建前上はなりますが、当然我々もどういう業

者があるのかなというのは勉強しておりまして、

非常になかなか絞り込んでいくのは難しい状況に

ありますけれども、いろいろな文献を見ながら候

補を探していきたい、それからまた、こちらにも

業者の届け出等もあるものについても中をチェッ

クしていきたい、そんなふうに思っております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。これは、

行政評価システムというのは、もともと市民の行

政サービスを効率的に効果的にやっていくための

ものだと思いますので、ぜひ委託するお金をむだ

にしないように、本当に行財政改革に役立つよう

な形のものをやっていってほしいと思います。 

  次に、残業の話なんですけれども、実は前の議

会のときに、たしかどこの課も、私は人が多いの

ではないかというようなことに関して、どこも人

が足りなくて大変なんだというようなお答えがあ

ったと思うので残業のことを聞いたんですが、ち

ょっと私はこの何万時間とかを聞いても、では、

実際１人がどのくらいやっているのかというのが

まだちょっと計算できないでいたんですが、１つ

だけ、ここの那須塩原市では残業をするときに、

必要があってもちろんすると思うんですが、サー

ビス残業をしているというような実態はないんで

しょうね。 
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○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 議員ご指摘のサービス

残業については、那須塩原市としては一切ござい

ません。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） そうしますと、この今

6,141時間というようなものに関しては、すべて

お金に換算して支払われているということでいい

んですか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） そういうことでござい

ます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） そうしますと、仕事を

例えば土曜日とか日曜日とか、あるいは２時間と

か３時間とかいろいろな残業の仕方があると思う

んですが、それはすべて代替の休日をとるのでは

なくて、お金で支払う形というふうに那須塩原市

ではやっていっているということの理解でよろし

いんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 土日の勤務がすべて時

間外勤務で対応ということではございません。代

休制度といったものも取り入れてございまして、

この辺のところの併用で対応しているということ

でご理解をいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。 

  私が残業時間を聞いたのは、仕事が、私は人が

市役所の場合は決して少なくはないというふうに、

何となく世間は見ているというふうに思っている

んですが、それでも仕事の量からすると人が足り

ないんだというお答えでしたので、では、どのぐ

らいの残業をしているのかなということを把握し

たかったのと、サービス残業をするような企業の

ようなことが起きている市役所もあると聞いてお

りましたので、前の黒磯ではなかったというよう

なことを聞いておりましたが、今はどうなのかな

ということでお聞きいたしました。 

  次に、出勤簿の押印とか事前の承認ということ

に関してですが、もちろんきちんと８時半から５

時15分でしたか、そういう時間はきちんともちろ

んしているとは思いますが、時として、時々何か

そうではない、何と言っていいんでしょうね。本

当にきちんと仕事時間に遅刻をするとか、そうい

うことがないのかなとふと思うことがあるのと、

かつて出勤簿の押印を朝やっていなかったところ

があったというようなことを聞いたことがありま

したので、今はもちろんはそういうことはないと

思うんですが、改めてというか、ここでそうでは

ないというお答えをいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（君島 寛君） 先ほど申し上げました

とおり、所属長の管理のもとにこの関係につきま

しては、適正に管理をなされているというふうに

思っております。 

  ただし、８時半以降何の連絡もない場合には、

無断欠勤等々というふうな対応もせざるを得ない

という状況にございますから、私ども那須塩原の

職員はその辺のところは十分理解をしているとい

うふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） よくわかりました。 

  ぜひ８時半ぴったりに市役所に行っても、何か

早く来て困るみたいなことがないように、ぜひ８

時半には仕事がきちんとできる体制でやっていた

だきたいと思います。 

  次に、公民館の質問に移ります。 
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  先ほどのお答えの中できちっと出てきたんです

けれども、私はこの３つの町の合併に関して、公

民館というものが一番問題になっているところが、

地域との関連が違う、関連というか、地域と公民

館との関係が旧黒磯市と旧西那須野、旧塩原と違

ったのではないかというふうに感じております。 

  本来の目的、社会教育に資するとかそういうこ

とについては余り変わらなかったのかもしれない

んですが、地域のコミュニティとの関係というも

のが黒磯と西那須野では特に違ったような気がい

たします。それに関して、今一緒になって、もち

ろんすり合わせをして一緒になっていくんだとは

思うんですが、一番の感じるものは、それぞれの

公民館、特に旧黒磯と旧西那須野の公民館では人

員の配置が違うような気がいたします。それにつ

いてはどんなふうに考えていらっしゃるんでしょ

うか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 公民館の職員の人員

配置の違いは、大きく分け、大きい１つとして、

図書館行政における読書活動の推進の方策の違い

というふうに考えております。 

  大きい公民館ですと、１人多いとかという事情

は黒磯も西那須野も同じですので、平均的に考え

てみますと、黒磯地区の場合、用務員さんなどを

除いて職員２名、それから西那須野地区の場合、

職員３名というふうな形になっています。その３

人目がいわゆる図書館の司書でありまして、それ

は公民館の職員であると同時に図書館の分室の司

書という形で公民館に配置されておりました。そ

この違いという形と、そこが一番違うというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） その辺は旧西那須野町

と旧黒磯市の公民館を見ると、図書、いわゆる同

じ分室といっても、図書室のあり方がかなり違う

ということで理解するんですけれども、でも、旧

西那須野の場合は、司書として全部資格を持って

いるかどうかはわからないんですが、司書として

配置されている人たちがそれ以外の仕事もできる

環境にあるというふうに私は思うんです。今実際

公民館のサービスを受けている人たちがそれぞれ

の公民館でどのぐらいいるかということの差がか

なりありますよね。２倍ぐらい差があると思うん

ですよね。そうすると、西那須野で5,000人ぐら

いのところ、人数を持っている公民館、それから

黒磯で１万人以上のところを持っている公民館と

いうような差があるのにもかかわらず、旧黒磯の

場合は、１か所を除いてほとんど２人体制でやっ

ていると。それも、そういう言い方は変かもしれ

ないんですが、地位の高いというのか、所長さん

と係長さんみたいな形で、年の上の方が２人でや

っていらっしゃるところが多いと。旧西那須野町

のほうでは、どこも３人体制で、確かに図書室と

いうものを持っているので、その司書という立場

もありますが、同じ事務室の中に３人の方がいつ

もいるという、その差はとても大きいような気が

いたします。その辺のところを同じ市になったと

きに、公民館のありようがやはりもともと違った

から仕方がないといえば仕方がないんですが、ど

うも黒磯地区の公民館のほうの人員が足りないと

いうふうに感じて、それは翻ってやはり住民サー

ビスに対して高くないというか、低くなってしま

うのではないかなというふうに実感するんですが、

その辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 職員の人数だけでは

すぐ、それだけでかなり違うということではない

と思っています。地域とのかかわり方で課題があ
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るというふうな、方法で課題があるというふうに

申し上げましたけれども、確かに職員はそういう

意味で現実的に１人少ないかもしれないんですけ

れども、黒磯地区には副館長さんの制度とか分館

長の制度、あるいは公民館協力員という制度を持

っていて、地域の人たちの力を結集するのに、こ

れは教育委員会が委嘱する形になっていますから、

地域の人の人材を結集する、させるいいシステム

を持っていると、そういうことが言えると思いま

す。 

  同じ地域とのかかわりの中で塩原地区も西那須

野地区と似ている部分はありますけれども、コミ

ュニティという地域組織と公民館とのかかわりと

いうふうな、そのコミュニティといっても、地域

の自治区の連合組織といっていいんですけれども、

そういうふうなかかわり方が違うということです

ね。 

  いずれにしても、公民館が地域とかかわって仕

事をしていくということですので、そのどちらも

よい方法について、うまく調整を図っていきたい

ということが第１ですね。 

  それから第２番目は、やはり図書館活動の方式

の違いが公民館の人員体制に差となって出てきて

いるというふうな結果がありますので、今後、特

に分室の活動を活発にさせるための図書館の人員

体制のあり方、つまり公民館の人員体制のあり方

だけではなくて、多くは、図書館の人員体制のあ

り方の問題であるわけです。そういうものとの調

整といったものも図らなくてはならない。 

  それから３番目、これはもっと大きな問題にな

るわけですけれども、我が教育委員会の、公民館

だけ人がふえればいいという発想では、那須塩原

市の全体の政策の実現と人員体制の問題、そのバ

ランスの中にあるということも念頭にやっていか

なくてはなりませんので、いろいろな工夫を凝ら

して、かつ地域の実態もうまく活用、あるいは連

携しながら公民館活動が限られた人員体制の中で

有効に活動ができるような工夫をしていかなくて

はならない、これが一番大きな課題だというふう

に思っております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、今図書のこ

とが出ましたので、ちょっと 後の図書のことで

お尋ねするんですが、旧黒磯市の場合は、分室と

いっても図書の部分が、多分５つの公民館に今は

あって貸し出し業務をしていると。一つは全く図

書がないし、一つは子供の文庫があるということ

で、その図書は、それを分室といっているのかど

うかちょっとわからないんですが、ないという形

になっています。 

  それで、先ほど選書をどうしているのかという

ときのお答えに、各公民館からの要望を聞いて、

市の図書館で選んでいるということだったんです

が、そうすると、先ほど西那須野町では図書の係

が１人いて、その分の人数が多いんだというお答

えからしますと、黒磯もそういうふうに、将来的

にはそこに図書の分室としての機能をもう少し大

きくして、やはり人をふやしていくというような

ことを考えているのかどうか。 

  それはなぜそういうことをお尋ねするかという

と、黒磯の場合は、市の図書館そのものが大変狭

くなっておりまして、本ももうあふれ出ようとし

ております。そういうときに、その図書館そのも

のをどうするのかということもありますので、一

体分室を充実して今の本当の図書館を少し本を減

らしていくなり何かをして人を公民館にふやす気

があるのか、あるいはそうではないのか、その辺

のところをお尋ねしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 建物としましては、
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黒磯の図書館のほうが大きいんです。それから西

那須野のほうが小さい。西那須野のほうは蔵書が

20万冊、黒磯のほうが18万8,000冊という数字に

なります。でも、現実問題として、西那須野地区

は20万冊のうち11万6,000冊が分室にあるという

状態ですね。黒磯のほうが１万7,000冊が分室と。

西那須野が６万5,000冊が分室にあるというふう

な状態ですので、限られたスペースですけれども、

まだまだそういう意味では公民館の中に図書室は

限られていますけれども、図書を置くスペースと

しては、工夫すればまだまだ確保できるというふ

うに考えております。 

  それから、限られた人材の中でというふうなお

話を申し上げましたけれども、今は西那須野地区

の５館に司書が配置されて、それから結果として

ハロープラザは公民館と図書館の併設施設ですか

ら、そういうふうなことを考えていきますと、分

室を担当する司書の配置システムの問題だという

ふうにも考えています。 

  そういうことで、どの分室にもできるだけ市民

の方が自由に出入りして、本当に好きな本が借り

られるといった体制を、今のものを今の考え方を

中心にして再構築をしていくということが課題だ

と思っております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） そうしますと、少なく

とも今の西那須野の公民館のシステムを、例えば

人を減らすというようなことはないんだというふ

うに考えてよろしいですよね。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） そこまでは言い切れ

ません。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 非常に、そういう答え

が来るとは思わなかったんですが、公民館という

のはそもそもどんなに建物が立派にできても、そ

こにいろいろな機器が入っていても、やはり人が

人をつなぐというか、人がいなければそこは機能

しないものだと思います。特にこれから地域のコ

ミュニティの関係、西那須野なら地区コミュニテ

ィとの関係、黒磯であれば、分館との関係という

ようなことで、きちっと専門の知識を持った人が

いなければ、うまく機能していかないものだと思

います。住民の意識というものが高まっています

ので、そこに求められるものもやはり高いもの、

専門性が出てくるものが多いと思います。 

  先ほどの２人と３人の差というのは私は大きい

と思うんですね。例えば５人いるのと７人いるの

との差というのは、卑近な例でいうと、電話１本

鳴ったときに、５人と７人だったら、どちらでも

電話は多分とれるんですけれども、２人しかいな

いところで１人が外に出て、会議に出ていて、１

人がどなたかの対応していると、電話も出られな

いという状況が現実黒磯ではあります。先ほど公

民館の協力員さんがいるとか、分館長さんがいら

っしゃるということだったんですが、実際きちっ

と常時そこで仕事をしているという形では、やは

り市の職員の以上の方はいらっしゃらないと思い

ます。 

  そういうふうに考えますと、私はせめて黒磯地

区の公民館、いろいろな形ですけれども、多いと

ころだと、厚崎公民館だと１万2,171人、今年の

３月の状況で。その人口を持った公民館ですし、

東那須野公民館も１万人を超えております。西那

須野だと一番多いところで三島公民館が１万超え

ていますけれども、4,000人、5,000人のところも

あります。そのように考えますと、地域住民が、

すべて人口でどうのこうのではないですけれども、

公民館そのものが地域の大きな生涯学習の核であ

るとするならば、やはり人をもっと、２人ではな
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くて、せめて３人体制にしていただいて、今、黒

磯の公民館の図書室というのは、はっきり言って

ほとんど手つかずの状態だと思います。それで、

図書館の職員がそこに行ったときに整理をするな

り、あとはボランティアの人たちにやってもらっ

ているというのが現実ですので、そうではなくて、

人はいないと言われてしまえば何とも言えないん

ですが、やはり九千何百人の職員がいて、そして

やはり住民サービスに寄与するという意味では、

公民館というのはすごく大きい…… 

〔発言する人あり〕 

○２１番（山本はるひ君） 間違えました。九百何

人という職員の中で、その辺のところはやりくり

をしていただいて、ぜひ公民館に人を、きちっと

人をふやしていただきたいというふうに私は思う

んですが、その辺のところ、どういうふうに考え

ていらっしゃいますか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（千本木武則君） 我田引水で考えてし

まえば、今、議員がおっしゃったことに全く同感

なんですけれども、冒頭に申し上げましたけれど

も、市全体の職員バランスの中での公民館の位置

づけ、職員配置という問題が必ずあるわけです。

ですから、そういうふうな大きな制約の中でです

けれども、これからにつきましては、当然組織機

構の改編とか、それから教育委員会全体の人員配

置の定数の問題とか、そういうこともあるわけで

す。 

  ですから、もちろんそういうことも含めて、全

体的に職員の配置については考えていきたいとい

うふうに思っています。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） よくわかりました。 

  公民館についてはこのほかにもいろいろ、中学

校区ごとではないというようなこととか、問題が

たくさんあると思いますが、今後の課題として職

員の問題も、それから図書の数の問題にしても、

本の選書を図書館の職員に半分ぐらい任せている

というような問題にしても、やはり課題がたくさ

んあると思いますので、まちづくりをしていくの

に、公民館、あるいはコミュニティの単位という

のが大きなものになってきて、そこのところが住

民の意見を聞く場としては結構大きなところだと

思いますので、ぜひ少ない人数の中でそういう末

端のというか、住民と直接かかわっているところ

に人をふやしていただいて、いいまちづくりをし

ていただきたいと要望いたします。 

  これで質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（髙久武男君） 以上で21番、山本はるひ君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（髙久武男君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時４７分 

 

－156－ 


	0615T41那須塩原市Ｈ17年６月定■４号－議名.doc
	0615T42那須塩原市H17年６月定■４号－本文.doc

